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消費者誌上セミナー

住宅ローンの基礎知識を学ぼう

　フラット35（住宅金融支援機構が民間金融機関と提携

した住宅ローン）と民間融資（金融機関独自の一般的な

住宅ローン）では、ローンを使って購入できる物件に対

する基準や融資の貸付条件などで、さまざまな違いがあ

ります。例えば、フラット35や、財形住宅融資などの公

的融資では、断熱性、耐久性等、一定の技術基準に適合

した建物が融資の対象となるため、住宅の品質確保とい

う面で安心感を得られるものになっていますが、すべて

の物件で利用できるとは限らないので注意が必要です。

一方、民間融資は、原則として建築基準法に適合してさ

えいれば利用できますから、幅広い物件が融資の対象と

なります。

Q1 フラット35と民間融資の違いは？

�
Q&A

●元利均等返済

　すべての返済期間を通して元金と利息の合計額が毎回

同じになるように組まれているため、返済当初は利息が

大半を占めています。

●元金均等返済

　元金は毎回一定ですが、利息は残高に応じて計算され

るため、徐々に減少していきます。利息が多くかかる支

払当初は返済額が多くなります。

Q2 返済方法は ２ つある？

利息
元金

返済期間

返
済
額

利息

元金
返済期間

返
済
額

期間
金利 25年 30年 35年

1.0% 3 万7,687円 3 万2,163円 2 万8,228円

1.5% 3 万9,993円 3 万4,512円 3 万0,618円

2.0% 4 万2,385円 3 万6,961円 3 万3,126円

2.5% 4 万4,861円 3 万9,512円 3 万5,749円

3.0% 4 万7,421円 4 万2,160円 3 万8,485円

3.5% 5 万0,062円 4 万4,904円 4 万1,329円

金利と返済期間が違えば
毎月の返済額は大きく異なります！

（1,000万円借りた場合）
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（公社）全国宅地建物取引業協会連合会
（公社）全国宅地建物取引業保証協会
「住まいの購入ガイド」より

ローン申込みに必要なもの

□ ローン申込書
□ 実印（共有の場合は各々）
□ 売買契約書（原本の提示と写しの提出）
□ 印鑑証明書（３ヵ月以内に発行されたもの）
□ 住民票（家族全員のもの）
□ 給与証明書（源泉徴収票）
□ 住民税課税決定通知書（住民税課税証明書）
□ その他（収入印紙など）
●利用するローンの種類によって上記内容は異なります。

Q3 固定金利と変動金利、何が違うの？

　融資を受けた時点の金利が、借入れ

をしたときから完済するまで変わりま

せん。代表的なところでは、フラット

35があげられます。

　将来にわたり金利が一定なので、完

済までの返済計画が立てやすいのです

が、他の金利タイプに比べると金利が

やや高く、家計への負担が増すことか

ら繰上げ返済しがちですが、無理な繰

上げ返済はしないほうがよいでしょう。

　金利は年 ２回見直されますが、返済

額は ５年ごとに見直します。この間に

生じた利息等の過不足金は ６年目以降

からの返済額で調整される仕組みに

なっています。

　低金利時代には、返済負担が軽くな

りますが、金利が上昇した場合、予定

通りに元金の返済が進まない可能性が

あるため、繰上げ返済によって積極的

に元金を減らすような対応が必要です。

　借入れ当初から一定期間に限って金

利が固定されます。固定期間が満了し

たときは、再度、固定金利選択型を利

用するか、変動金利型へ移行するかを

決めます。

　当初の固定金利期間は、計画的に元

金の返済が進みますが、その後は、固

定期間が終了した時点の金利で返済計

画を組みなおすため、先々の負担が大

きく変わる可能性もあります。

固定金利型 変動金利型 固定金利選択型

　住宅ローンの審査は、①人的審査と②物的審査の ２つ

に大別されます。

①人的審査

　申込み人の年齢や家族構成、勤務先や収入、健康状態

などを審査します。クレジットなど、他の借入れの有無

や返済状況などもチェックされます。

②物的審査

　敷地の権利形態や、建築基準法に適合しているかどう

か、また、適正な価格で売買されているのかなどを中心

に審査します。

Q4 住宅ローンでは何を審査されるの？
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不動産広告の相談事例　
宅建業者誌上セミナー

─その他─ （建築条件付き、優先販売）

■建築条件付き売地の表示方法
　「建築条件付土地」とは、自己の所有する土地を販売するに
当たり、自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指
定する建設業を営む者（建設業者）との間に、当該土地に建築
する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを
条件として売買される土地をいいます。建築条件付土地は、建
築確認を受けていないため、土地付住宅として取引することは
できません。
　契約は、土地については「売買契約」、建物については「建
築請負契約」を締結することになりますので、契約は 2本とな
ります。つまり、建物は顧客の注文を受けて請負契約を結び建
築することになり（フリープラン、オーダー建築）、建物の間
取りなど内容の決定権は土地購入者にあるわけです。

　経済効果的には土地・建物を取引する結果となるという意味
で、建売住宅の青田売りと建築条件付売地とはよく混同されま
すが、似て非なるものなのです。
　また、事業者において、よく「売建て住宅の販売をしてい
る。」との言い方がありますが、これは建築確認を受けず、販
売してから建築するというもので、単なる「建売住宅の違法な
青田売り」を言い換えているにすぎません。建売住宅の青田売
りは、建築基準法第 6条の確認（建築確認）を受けて土地付新
築住宅として取引するものであって、契約は「売買契約」 1本
となりますので、いわば既製品の販売ということになります。
つまり、建物の間取りなど内容は売主がすでに決定しているわ
けです。

　なお、建築条件付土地は、取引の対象が土地ですから、広告
に際しては建売住宅の取引であると誤認されないようにする必
要があります。建物の完成予想図や間取り図を大きく掲載した
り、土地と建物の総額を大きな文字で表示することなどは、広
告表示の開始時期の制限に違反するとともに建売住宅と誤認さ
れる不当表示に該当するおそれがありますので注意が必要です。

　表示例は以下のとおりです。

■�「友の会」の会員等を対象とした優先販売を行う場合の注意
点を教えてください
　従来、「優先販売」といわれているものには、次のようなも
のがあります。

1．�　不動産会社が常時「友の会会員」を募集しており、その
利点の 1つとして特定の物件を友の会会員に対して優先販
売対象とする場合には、既存会員に対し特定の物件の存在
を一般に告知する前に優先的に情報を提供し購入を希望す
る者に売却した後に、残った住戸を一般に広告して販売す
ることとなるもの。

2．�　開発許可又は建築確認を受ける際に当該物件の所在地を

管轄する地方公共団体（市町村等）から地元民に対する優
先分譲枠の設定を求められ、地元民への優先購入対象物件
を特定、かつ、明示して、これらを含めて広告において購
入者を募るもの。

3．�　通常の販売方法によると購入希望者が殺到することが予
想される場合などに、取引をする相手方（購入者）を決定
する方法として、抽選を採用せず、物件の販売広告（予告
広告を含む。）において、一般消費者に一定の行為をする
ことを条件付け、その条件のすべてを満たした者のみに購
入申込資格を付与することとするときに、「○○マンショ
ン友の会優先会員販売」等と称するもの。

　一般に、優先とは、「他のものより先に扱うこと」をいいま
すから、優先販売とは、特定の者が他の消費者よりも先んじて
物件を購入することができる販売方法ということができます。
　この意味で「優先販売」といえるものは、前記の1.及び2.の
場合だけで、3.の場合は「優先販売」には当たらないと考えら
れます。

　つまり、1. は特定の不動産会社の供給する物件に関心がある
一般消費者が友の会会員となっているのが一般的で、その会員
に対して、特定の物件を優先的に購入申し込みができるという
もので、その意味で「優先販売」ということができます。
　したがって、この「優先販売」後に一般の人に対して販売情
報を告知する場合には、特定の物件の販売広告において「会員
優先販売」という文言が使用されることはあり得ません。
　なお、この場合には、一般の分譲広告（予告広告を含む。）
において、例えば、「総戸数／100戸（○○友の会会員優先販売
済み住戸30戸含む。）、今回販売戸数70戸」等と表示することに
なります。

　次に2. は、開発許可や建築確認等の事実上の付帯条件として
地元民への優先分譲をすることを要請しているもので、当該物
件の所在する行政区域内の住民に対して他の市町村の住民に優
先して購入申込みができる資格を与えるものですから、これも
「優先販売」ということができます。

　なお、1. 及び2. ともに、優先して購入申込みの資格を有する
者に対して一定の申込み期間を定めて申込みを受け付け、期間
内に申し込みがなかった住戸を一般の方に販売することになり
ます。

　問題は、3. の場合です。結論からいうとこれを「○○マン
ション友の会会員優先販売」ということはできません。
　その理由は、1. 及び2. とは異なり、最初の販売広告において、
「○○マンション友の会会員募集」と称して購入見込み者の登
録を促しており、登録者全員に対し購入申込み資格を付与する
わけですから、そのマンションを購入したいと思う人は全員が
登録者となります。そして登録者同士は全く平等に扱われるこ
ととなり、「優先販売」を受けられる人は誰もいないことにな
るからです。
　このように、売主等が特定の物件の販売に際し、購入申込み
を行うまでの手続又は条件（単一条件であるか複数条件である
かを問わない。）を定めて、これに該当する者にだけ購入申込
み資格を付与し、この者たちの中から取引の相手方を決定する
という販売方法を採る場合には、この方法で販売しようとする
物件の広告においては、購入申込み資格を得るための条件を明
示して、購入を検討したいと思う一般消費者の誰もがその手続
を踏むことができる機会を与えなければなりません。
　なお、最初に行った予告広告の段階では、そのような販売方
法を採るつもりはなく、その後にこの方法を採用しようとする
場合は、その決定をした後の広告（予告広告または本広告）に
おいて、購入申込み資格付与という販売方法（購入申込者を段
階的に絞り込んでゆく方法）の内容を「購入申込み手順」等と
して詳しく、かつ、分かり易く説明する必要があると考えられ
ます。

公益社団法人　首都圏不動産公正取引協議会ホームページより転載
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　不動産売買契約の成立に向けて、売主、買主間で仮
契約を締結し、交付金が授受されたが、期限までに契
約条件がまとまらなかったため、買主が仮契約を解除
し交付金の返還を請求したところ、売買契約は成立し
ており、買主の手付解除であるから手付金である交
付金は返還しないと売主が主張した事案において、売
買契約は成立していない、仮契約には解除返金特約が
付されていたなどとして、買主の請求を認めた事例
（東京地裁　平成27年12月３日判決　認容　ウエスト
ロー・ジャパン）

１　事案の概要

　Ｙ（売主）は、Ａ（不動産仲介業者）からＹの所有
する土地建物（本物件）を売却することの提案を受け、
売却する意向があることを連絡し、Ａはそれを受けて、
購入希望者としてＸ（買主・不動産業者）を紹介した。
Ａは、売買契約書案を作成し、Ｙの意見を聞き、手直
しを加えてＹに再確認するという作業を繰り返して、
最終的な売買契約書案を作成したが、そこにはＸが売
買代金全額の支払をするのと引換えに、Ｙは本物件の
所有権移転登記手続に必要な書類を交付することが記
載されていた。

　平成24年７月、Ｙ、Ｘ、Ａが集まり、本物件の売買
契約の協議をしたが、Ｙが本人確認できる書類を持参
していなかったことなどから、Ｘ及びＡは、Ｙに対し、
その日のうちに売買契約を締結することは無理である
と告げた。しかしＹは、Ｘ及びＡに対し、その日のう
ちに売買契約を締結して手付金を支払って欲しいとの
要求をし続けた。協議が深夜に及び、Ｙの健康状態も
心配されたため、仮契約（本件仮契約）を締結するこ
ととし、Ｘは交付金（本件交付金）250万円を支払い、
Ｙは「手付金の一部」と記載した領収書を交付した。
＜本件仮契約の内容＞
①本日、手付金の一部として、250万円を買主は売主
に渡します。
②売主は、買主に250万円の領収書を渡します。
③手付金残金など売買契約に関する諸条件について
は、平成24年９月初旬に両者が協議して決めることと
します。
　その後、Ａは契約条件を調整しようとしたが、Ｙは、
Ｘより売買代金全額が支払われても、Ｙが引越を終え
るまで、本物件の所有権移転登記手続を拒絶する旨を
通知し、また、本件交付金をＸに返還することも拒絶
した。
　Ｘは、Ｙに対し、本件仮契約の解除及び本件交付金

宅地建物取引の判例 　─仮契約と売買契約の成立─

（東京地判　平27・12・３　ウエストロー・ジャパン）

仮契約締結時に支払った交付金につき、
売買契約が成立したとは認められないとして、
返還の請求が認められた事例
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の返還を求めて提訴した。

２　判決の要旨

　裁判所は、次の通り判示し、ＸのＹに対する請求を
認容した。
⑴　平成24年７月に作成された契約書は、「売買仮契
約書」という題目自体、売買契約書そのものではなく、
その前提となる契約であることを示す記載がなされて
いる。記載された契約条項も、交付金の交付及び受領
の確認と仮契約締結後に協議が続けられることを定め
たものとなっており、諸条件の協議が整えば売買契約
を締結するという停止条件付きのもの又は売買契約締
結に向けた協議継続の合意を表したものにすぎないと
解釈されるべきである。
　また、不動産売買契約においては、買主が売買代金
全額の支払をするのと引換えに売主から所有権移転登
記手続に必要な書類を得て、同登記手続を完了するこ
とがほぼ例外なく必要になるのに対し、これを拒絶す
るＹの態度は本物件につき売買契約が成立したことと
相反するものである。
　Ｙは、売買代金全額が支払われたとしても、本物件
を所持し続けたいという意思を有していたものと推認
され、Ｙに売買契約を成立させた自覚や売買契約上の
債務の履行に備える自覚があったとは認められず、本
件仮契約締結時に、本物件をＸが買い、Ｙが売るとい
う意思の合致があったと認めることはできない。
　加えて、Ｙ自身、本件交付金で手付金の交付は完了
していないと認識していたと認められ、Ｘ及びＹ双方
とも、本件仮契約締結時においては、手付金全額の交
付という本物件の売買契約が成立したことを前提とし
た行為をしないことで合致していたと認められる。
　以上を照らせば、本件仮契約は、売買契約そのもの
ではなく、Ｘ及びＹに、売買契約成立のための準備を
行う義務があることを確認した契約に過ぎず、本件交
付金は、民法557条１項所定の手付金ではなく、売買
代金の一部の前渡金に過ぎない。

　したがって、本物件についての売買契約は成立して
いないから、Ｘは、いわゆる手付流しによらなければ、
売買契約を解除できない地位におかれているものでは
ない。本件交付金は、ＸとＹ間における本物件につい
ての売買契約が成立しないことが確定した場合には、
Ｘに返還されるべきものである。
⑵　仮契約書第３条の記載からすれば、Ｙ自身、本物
件の売買のためには、仮契約後もＸと協議を重ねなけ
ればならず、その協議が整わなければ、売買契約が成
立に至らない可能性が残っていることを自覚していた
と言わざるを得ない。
　さらに、Ｙは、本件交付金が手付金のすべてでない
と認識していたのであるから、交付金が一種の前渡金
であり、売買契約が成立しなければ返還しなければな
らない金員であることも自覚していたと認められる。
　これらのことと、仮契約書において、売買のための
諸条件の調整時期が平成24年９月と定められていたこ
とに照らせば、本件仮契約には、解除返金特約が付さ
れていたというべきである。ＸとＹとの間において、
売買契約に関する諸条件は、平成24年12月時点で調整
できなかったのであり、Ｘは、解除返金特約により本
件仮契約を解除し、本件交付金の返還を請求しうる。
　以上により、Ｘの請求は理由があるから認容する。

３　まとめ

　本件仮契約締結時に、交付金が手付金の一部として
授受されていたとしても、Ｘ及びＹ間の売買意思の合
致があったとは認められず、売買契約が成立したとは
認められない、本件仮契約には解除返金特約が付され
ていたとする本件判示は、申込証拠金等の授受がある
仮契約や購入申込をした後に、キャンセルとなり申込
証拠金等の取扱いについて争いがあったときの参考に
なるものと思われる。

（調査研究部調査役）

� 一般財団法人　不動産適正取引推進機構「RETIO」より
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賃貸人Ａ 賃借人Ｂ

賃貸借 トラブル事例と対処法   3

ほがらか不動産相談所

弁護士法人中村綜合法律事務所　弁護士　中村 雅男ほがらか信託株式会社　代表取締役

耐震性不足による明渡しについて

Bは、A所有のアパート甲(以下「甲アパート」という。) の１室を月額５万円で借りて住んでいる。
甲アパートは、昭和48年に建築されたもので、最近、耐震診断を受けたところ、震度６弱の地
震が起きたときは直ちに倒壊するおそれがあるとの結果が出た。Aは、甲アパートについては、
老朽化・設備の陳腐化により空室率も高く収益性が低いため、建て替えたいと考えていた。その
ようなAからBは明け渡しを求められた。Bとしては、場所は勤務地から近く、相場の賃料よりも
安いこともあって退去したくないと考えている。どうすればよいか。

　今回は、立ち退きの問題、とくに建物の耐震性が不足す
ることを理由とする立ち退きの問題について考えてみたい
と思います。
　それでは、弁護士のNと、管理会社勤務のOLの Q子
の対話が始まります。

１　建物の明渡しの要件
Q 子（以下「Q」）：先生、今回のテーマは「耐震性不足
の立ち退き」ですが、建物が倒壊すれば建物内の賃借
人はケガをしたり最悪死亡したりするのですから、立
ち退いてもらえるのは当然のような気がするのですが
……。

N 弁護士（以下「N」）：直感的にはそれが当然かもしれ
ませんが、法律上は、賃貸人が建物の明渡しを一方的
に求めることになりますので、借地借家法の要件が
揃っているかが重要です。借地借家法28条を見てみ
ましょう。

（建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件）
第28条　建物の賃貸人による ( 中略 ) 建物の賃貸借
の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人（中略）
が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借
に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況
並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は

建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上
の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を
考慮して、正当の事由があると認められる場合でなけ
れば、することができない。

Q：長い条文ですね。つまり、どういうことでしょうか。
N：賃貸人がアパートの賃貸借を解約したいと賃借人に申
し入れるには、賃貸人と賃借人がそれぞれその建物を
使用する必要性があること等に加えて立退料を考慮し
て「正当事由」がなければならないということです。

Q：諸般の事情に立退料を考慮して「正当事由」が必要と
いうことですか。立退料を払えば立ち退いてもらえる
というわけではないのですね。

N：そうです。賃貸人自身が建物を使用する必要性や建物
を建て替える必要性が存在し、それを補完するものと
しての立退料を踏まえて、裁判所は、建物賃貸借の解
約とそれに基づく建物の明渡しを認めることになりま
す。まず、立退料よりも、その建物を賃借人に立ち退
いてもらわなければならない事情が必要なのです。

２　旧耐震基準と正当事由
Q：今回の事例の甲アパートは、昭和48年に建築された
ということで、いわゆる旧耐震基準での建物というこ
とになりますが、これは「正当事由」を認める根拠の
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４　賃借人から耐震補強を求められるか
Q：これまでは、賃貸人が建て替えたいという話でしたが、
賃借人から耐震補強してほしいと賃貸人に対して求め
ることはできますか？私の友人は、旧耐震基準のア
パートに住んでいますが、東北や九州の大地震の中継
を見て、大きな地震が来れば、自分のアパートも倒壊
するのではと不安に感じているようなのです。

N：民法で賃貸人には賃貸建物について修繕するべき義務
があるとされています（同法606条）。耐震補強工事
がこの「修繕」義務に含まれれば、賃借人は賃貸人に
対して工事を求めることができるといえます。

Q：裁判所はどのように判断していますか？
N：東京地裁立川支部平成24年３月28日判決は、「民法
の定める修繕義務は、賃貸借契約の締結時にもともと
設備されているか、あるいは設備されているべきもの
として契約の内容に取り込まれていた目的物の性状を
基準として、その破損のために使用収益に著しい支障
が生じる場合に、賃貸人が賃貸借の目的物を使用収
益に支障のない状態に回復すべき作為義務をいうので
あって、契約締結時に予定されていた目的物以上のも
のに改善することを賃借人において要求できる権利ま
で含むものではない。」としています。

Q：どういうことでしょうか？
N：修繕義務とは、賃貸借契約を締結した時に前提として
いた目的物が破損して使えなくなってしまったときに
これを回復すべき義務であって、締結時よりもより良
いものに改善する義務ではないということです。耐震
性でいいますと、賃貸借契約の時に、旧耐震基準であ
ることを前提に締結されたならば、その建物は旧耐震
基準であればよく、その後基準が改正されてより厳し
い基準になったとしても、賃貸人はその新しい基準に
合わせて補強工事をしなければならないというわけで
はないということです。

Q：賃借人から耐震補強工事を求めることはできないので
すね。

５　立退料をもらったら税金がかかる
Q：先生、事例のBさんがAさんから立退料をもらった
として、税金はかかりますか？

N：Qさん、いいところに気がつきましたね。立退料の目
的によって扱いが異なります。

Q：どのようなものがありますか？
N：立退料の目的が、借家権を消滅させる目的ならば引越
し費用等を控除した残りは一時所得になります。繁華
街の飲食店などで借家権を第三者に譲渡した際に受け
取ったときは譲渡所得になります。借家人が事業者で
立退料に営業補償が含まれているならば、その部分は
事業所得になります。

Q：色々ありますね。申告漏れにならないように要注意で
すね。

N：詳しくは税理士に相談しましょう。

一つになるでしょうか。
N：昭和56年に施行された建築基準法、いわゆる新耐震
基準により建築された建物は、震度５強で建物損傷を
生じない、震度６から７の地震であっても人命損傷を
生じないといわれています。旧耐震基準による建物
はこの基準に達していないということですから、昨今、
大規模地震が高い確率で発生すると予測されている状
況では、明け渡しを求めるについて「正当事由」があ
るとされることもありえます。実際に、裁判例でも、
築70年以上の木造２階建ての建物で、現在の耐震基
準に適合せず、震度６強から７の地震が発生したら倒
壊のおそれが極めて高いなどの事情から、建物内の人
間の安全性だけでなく建物周辺の人間の安全を確保す
る見地から取壊しをする必要性が高いと判断され、正
当事由があるとされました（東京地裁平成23年8月
10日判決・LLI【ID 番号】06630453）。

Q：ちょっと待ってください。今紹介していただいた裁判
例ですが、旧耐震基準であったことというよりも、大
きな地震に遭ったときにその建物が耐えられるかどう
かを問題にしているように思います。

N：これから指摘しようとしたことを先に言われてしまい
ました。まさに、そのとおりで、抽象的に旧耐震基準
であることから正当事由の有無を判断するのではなく、
その建物が地震に遭ったときに倒壊や崩壊の危険性が
どのくらいあるのかが認定された上で正当事由の有無
を判断するとされているようです。ですから、その危
険性を客観的に証明するためにも、耐震診断の実施が
必要になります。

Q：賃借人の側としては、たとえば、賃貸人から「もう古
くて危ないから立ち退いてほしい」と言われても、耐
震診断は受けたかどうか、その結果はどのようなもの
であるかの確認を求めることになりますね。

３　耐震補強でも十分なときは？
Q：ところで、耐震診断の結果が、建物の倒壊ありという
ものだったとして、当然に建物の取壊しということに
なるでしょうか。たとえば、私の通っていたこの近く
の小学校の校舎は窓のところに筋交いを入れて耐震性
を補強しているようです。事例の甲アパートでも、建
て替えではなく、耐震補強工事でも十分であれば、賃
貸借契約の解約申入れと明渡しの正当事由はないとさ
れることはないでしょうか。

N：結論から言いますと、耐震補強工事で十分であるとき
であっても、裁判所は、正当事由があるとして建物の
明渡しを認めています。

Q：たとえば、どのような場合でしょうか？
N：耐震補強工事に多額の費用が必要になる場合や、その
工事をすることが経済合理性に疑問があるような場合
には、耐震工事によって補強することができるときで
あっても、建て替えを前提とする明渡しを認めるよう
です。
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▲

▲

▲

▲

コース解説者
トム・ボシス Tom Bossis

　世界のトップチーム「AG2R la Mondiale」の下

部育成組織で育成を受け、プロ選手として世界を

回ってきたトムさん。

　3年後、日本語を身に付け、山中湖村の国際交流

員に着任。これからは五輪の自転車ロードレースを

機に、山中湖村を「自転車の聖地へ」と取り組んでいきます。
プロ選手
元フランス

山中湖村を「自転車の聖地へ」

三国峠頂点

青い区間はパレード走行区

間です!

「武蔵野の森公園」が

ニュートラルスタートとなっ

ており、「是政橋（これまさ

ばし）」のリアルスタートま

で選手たちは先導車の後ろ

につきながら、約10kmの

間、一定のペースで走行し

ます。

244残り km

府
中
市

武蔵野の森公園

「是政橋」がリアルスタート

です!ここから競技が始まり

ます。

234残り kmkm

「尾根幹線」（南多摩尾根

幹線道路）を抜けて、橋本

周辺でようやく数名の選手

が逃げることに成功し、次

にタイム差を稼ぐことに集

中するでしょう。それに対す

るメイン集団は、逃げ集団

の中に先行されたくない選

手が入ってない限り、逃げを

認めると思われます。

206残りkm

ここからは「道志みち」に

突入します!それでも残りの

距離はまだ長いので、メイ

ン集団は焦らず、逃げ集団

とのタイム差は広がり続け

るでしょう。

192残り

km

「道の駅どうし」を通過し、

山伏峠に近づくにつれて斜

度がきつくなっていきます。

スタート地点からはすでに

100km近く走っており、こ

の付近でタイム差は最大に

なるでしょう。

山伏峠付近まで来れば、メ

イン集団の動きにより初め

てタイム差が縮まる可能性

もあります。

159残り

km

「長池親水公園」付近で

は、雄大な富士山がいきな

り選手たちの目に飛び込ん

できます。

この時点では、山伏峠でメ

イン集団が動いたとして

も、逃げ集団とは大きなタ

イム差がまだあるはずで

す。

145残りkm

ラスト20㎞内にも通過する

籠坂峠を1回通ります。タイ

ム差を縮めたいチームがア

シストを使い集団のペース

アップを始めるはずです。ア

タックをかけるにはまだ早

いですが、有力選手は最後

の勝負に向けてコースを確

認し、ようやく長い下り坂に

なります。

139残り

km

小山町に入ってからは、公道+富士

スピードウェイ1周を合わせた周回

を2周回ります。

コーナーとアップダウンが続くこの区

間を活かし、三国峠を先頭から離れ

ずに超えるためには逃げておきたい

選手が出てくるに違いありません。

しかし、いよいよ勝負所に近づいて

きているので、集団での位置取りが

激しく、ペースが下がることはないで

しょう。

非常に戦略的で予想がつきにくく、

面白い展開になりそうです。

58残り

km

登りを終えたところでは、

逃げ集団の選手たちがすで

に捕まっているかもしれま

せん。まだ先行していたとし

ても、後方集団から追いつ

きたい選手が出てきて、下り

区間での合流を狙うでしょ

う。

また、登りで最後にトップ

集団と離れてしまった選手

たちも、下りで復帰できる

チャンスがあります。

89残り

km

三国峠の頂点にたどり着い

た途端に下りへ入ります。

登りで飛び出した選手が、

道路の道幅を最大限に利用

し、全開で下ります。

選手は富士山と湖を眺めら

れる今大会屈指の絶景ス

ポットを楽しむ余裕はあり

ませんが、世界中で観戦し

ている人たちにとっては非

常に印象的な場面となるに

違いありません。

29残り

レース序盤は、力勝負では

勝てないと考えている選手

たちが先手を取り、早い段

階から逃げようとする展開

となるでしょう。

多摩地域の地形も激しく、

ハイペースのスタートが予

想されます。

228残り km

45kmに渡りずっと街中を走って

きた選手たちは、小倉橋で相模

川を横断し、少しずつ市街地を抜

けていきます。

メイン集団は大きな動きを見せ

ず落ち着いた状態で進む可能性

が高いですが、タイム差を稼ごう

とする逃げ集団は、先頭交代を

行いながらハイペースを維持する

でしょう。

200残り km

スタート

km

富士グリーンラインの手前まで登りが苦

手な選手は、エースの選手をアシストす

るため、メイン集団のペースが上がるで

しょう。

それに対して、序盤から逃げ集団を形成

している選手たちは、体力が徐々に消耗

し、タイム差を保つことに必死になるは

ずです。

124残り

km

富士グリーンラインは、15kmで1000m

の獲得標高差がある厳しい上り坂なの

で、のぼりを得意としている選手が動いて

くるでしょう。しかし、ゴールまで100km

近く残っていることもあり、優勝候補の

選手にとってはまだ勝負するには早いで

しょう。

実力差のある選手やアシストとして役目

を終えた選手たちはここで離れていき、

メイン集団の人数が半分近く減ることが

予想されます。

レース終盤の勝負どころです。それぞれの国の、

プライドを賭け、たくさんのドラマが生まれるは

ずです。ワクワクしながら思いっきり楽しみま

しょう!

101残り

km

丹沢山地に囲まれながら、40kmも続く

登りっぱなしの「道志みち」を走行しま

す。逃げ集団との差が大きければ、メイ

ン集団がこの区間で簡単に追いつくこと

はできないでしょう。

しかし、終盤に難易度が高いため、メイ

ン集団は後半に追いつけると判断し、こ

の区間では、体力を保つため無理はしな

いでしょう。

そのため、差が最大で15分近くまで開く

ことも予想されます。

171残り

　コースは、男女ともに武蔵野の森公園をスタート会場とし、東京都、神奈川県、

山梨県、静岡県内を通り、富士スピードウェイでゴールします。

　コース総距離は、パレード走行区間10kmを含む男子約244km、女子約

147km、獲得標高（スタートからゴールまでの上った高さの合計）は男子約

4,865m、女子約2,692mとなります。男子は、大会第1日目の7月25日（土）11時

にスタート、女子は2日目の7月26日（日）13時にスタートし、世界のトップレー

サーがゴールの富士スピードウェイを目指します。

　東京から富士山麓に挑む景色の変化と雄大な地形の映像は、世界中に東京

2020オリンピック競技大会の開幕を印象付けます。男女ともに、起伏の激しい難

易度の高いコースとなりました。 

●スタート：武蔵野の森公園　●ゴール：富士スピードウェイ
［総距離：約244km、レース距離：約234km（スタート後10kmはパレード走行）、獲得標高：約4,865m］

（START）武蔵野の森公園～是政橋

武蔵野の森公園→人見街道700m→「基督教大裏門」（左折）→東八道路3.2㎞→「前原交番前」（左折）→小金井街道2㎞（右折）→600m「けや

き並木北」（左折）→800m（右折）→200m（左折）→府中街道

（OFFICIAL START）是政橋～道志みち

府中街道3.6㎞（右折）→800m「向陽台小学校南」（左折）→500m「稲城五中入口」（右折）→900m（左折）→「稲城中央公園」（左折）→900m

（右折）→400m「長峰二」（左折）→700m「若葉台公園西」（左折）→300m（右折）→300m「若葉台小学校西」（右折）→400m「多摩東公園」

（右折）→400m「聖ヶ丘四」（左折）→200m（左折）→800m「聖ヶ丘二」（右折）→1.1㎞「聖ヶ丘一」（左折）→500m「多摩馬引沢」（左折）→1.4㎞

「多摩東公園」（右折）→3.5㎞「南豊ヶ丘フィールド前」（右折）→1.5㎞「豊ヶ丘小入口」（左折）→200m「多摩青木葉」（右折）→1.3㎞「多摩南部地

域病院」（右折）→ 300m「島田療育センター入口」（左折）→多摩ニュータウン通り6.4㎞→「多摩ニュータウン入口」（右折）→町田街道2.3㎞→

「坂下」（左折）→600m「元橋本」（右折）→900m「相原2」（左折）→300m「相原台」（右折）→国道413号線→2.8km「久保沢」（左折）→100m

（右折）→県道510号線5.6㎞→「串川橋」（右折）→国道412号線1.6㎞→「関」（右折）→2.4㎞「青山」（左折）

道志みち～山中湖～富士裾野～富士スピードウェイ（1周目）

→国道413号線43.1㎞→「平野」（右折）→9.6㎞「旭日丘」（右折）→8.7km「須走」（左折）→151号線6.5km→（右折）→2㎞（左折）→国道469

号線5㎞→「原里小前」（右折）→8.2㎞「須山」（右折）→3.7km（右折）→900m（左折）→200m（右折）→1.2km（右折）→8.7km（右折）→富士

山スカイライン15.5㎞→「玉穂支所入口」（左折）→3.5㎞（右折）→1.9㎞（右折）→500m（左折）→2.1㎞（右折）→2.7㎞（左折）→富士スピード

ウェイ1周後Out（直進）

富士スピードウェイ（2周目）～三国峠～山中湖～富士スピードウェイ（FINISH）

→1.5㎞（右折）→700m「車地蔵尊」（右折）→1.6㎞（右折）→2.1km（右折）→2.7㎞（左折）→富士スピードウェイ1周後Out（左折）→1㎞「福聚

院」（左折）→11.4㎞（左折）→3.8㎞「旭日丘」（左折）→8.7km「須走」（左折）→151号線3.8㎞（左折）→0.7km（右折）→5.2km（左折）→富士ス

ピードウェイ1周

距離数は目安です。また、「」は交差点名等を表します。

コースの一部には自動車専用道路・有料道路や一方通行道路を特別に逆走している区間など、通常時の自転車走行ができない区間があります。

コースには傾斜の大きい峠や急カーブなど、自転車の走行に注意が必要な区間も含まれています。 

最大勾配20%を越える三国峠 富士山と山中湖を一望する下りコース

山中湖と富士山を望む長池湖岸

s
ta

rt

山中湖村の

見どころポイント
世界遺産の富士山を間近に見なが

らの魅力満点の山中湖湖畔沿い

コース。湖畔にはサイクリングロー

ドもあり、見ることもご自分で走る

ことも可能です。

Tokyo 2020 Olympic Games Cycling Road Race Course東京2020オリンピック競技大会 自転車コース

山中湖

山中湖

km

三国峠は、距離は6.7kmと

グリーンラインの半分です

が、明神峠までの5kmの平

均勾配は11.1%と非常にき

つく、特に途中の「ドーナツ

区間」（路面がドーナツ状

の模様になっている区間）

では、20パーセントを超え

るところもあります。

間違いなく、有力選手が勝

負をかけるでしょう。この

コースの見どころです。

36残り

01

02

03

04

05

06

08

09

07

16 15

1013

11

14

15
16

10

09

12

14

▲

▲

▲
▲▲

▲

▲

▲

▲
▲

武蔵野の森公園 富士スピードウェイ道志みち
（山伏トンネル）

1121m

籠坂峠
1111m

三国峠
1171m

籠坂峠

1111m

富士山麓
（須走地区）

1451m

距離:234km／獲得標高:4865m

500

1000

1500

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 234距離

標
高

（km）

（m）

km0

富士スピードウェイ Goal

富士スピードウェイ Goal
三国峠（1171m）

パノラマ台

長池親水公園

富士眺望ポイント

富士眺望ポイント

富士眺望ポイント

山中湖交流プラザきらら

東京2020オリンピック自転車ロードレース競技コース解説
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山中湖村がオリンピック競技自転車ロードレース会場に決定！
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）自転車競技ロードレースのコースが決定し、山中湖村が東京2020
オリンピック競技大会の正式な大会会場となりました。山梨県では、史上初のオリンピック大会会場となります。
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コース解説者
トム・ボシス Tom Bossis

　世界のトップチーム「AG2R la Mondiale」の下

部育成組織で育成を受け、プロ選手として世界を

回ってきたトムさん。

　3年後、日本語を身に付け、山中湖村の国際交流

員に着任。これからは五輪の自転車ロードレースを

機に、山中湖村を「自転車の聖地へ」と取り組んでいきます。
プロ選手
元フランス

山中湖村を「自転車の聖地へ」

三国峠頂点

青い区間はパレード走行区

間です!

「武蔵野の森公園」が

ニュートラルスタートとなっ

ており、「是政橋（これまさ

ばし）」のリアルスタートま

で選手たちは先導車の後ろ

につきながら、約10kmの

間、一定のペースで走行し

ます。

244残り km

府
中
市

武蔵野の森公園

「是政橋」がリアルスタート

です!ここから競技が始まり

ます。

234残り kmkm

「尾根幹線」（南多摩尾根

幹線道路）を抜けて、橋本

周辺でようやく数名の選手

が逃げることに成功し、次

にタイム差を稼ぐことに集

中するでしょう。それに対す

るメイン集団は、逃げ集団

の中に先行されたくない選

手が入ってない限り、逃げを

認めると思われます。

206残りkm

ここからは「道志みち」に

突入します!それでも残りの

距離はまだ長いので、メイ

ン集団は焦らず、逃げ集団

とのタイム差は広がり続け

るでしょう。

192残り

km

「道の駅どうし」を通過し、

山伏峠に近づくにつれて斜

度がきつくなっていきます。

スタート地点からはすでに

100km近く走っており、こ

の付近でタイム差は最大に

なるでしょう。

山伏峠付近まで来れば、メ

イン集団の動きにより初め

てタイム差が縮まる可能性

もあります。

159残り

km

「長池親水公園」付近で

は、雄大な富士山がいきな

り選手たちの目に飛び込ん

できます。

この時点では、山伏峠でメ

イン集団が動いたとして

も、逃げ集団とは大きなタ

イム差がまだあるはずで

す。

145残りkm

ラスト20㎞内にも通過する

籠坂峠を1回通ります。タイ

ム差を縮めたいチームがア

シストを使い集団のペース

アップを始めるはずです。ア

タックをかけるにはまだ早

いですが、有力選手は最後

の勝負に向けてコースを確

認し、ようやく長い下り坂に

なります。

139残り

km

小山町に入ってからは、公道+富士

スピードウェイ1周を合わせた周回

を2周回ります。

コーナーとアップダウンが続くこの区

間を活かし、三国峠を先頭から離れ

ずに超えるためには逃げておきたい

選手が出てくるに違いありません。

しかし、いよいよ勝負所に近づいて

きているので、集団での位置取りが

激しく、ペースが下がることはないで

しょう。

非常に戦略的で予想がつきにくく、

面白い展開になりそうです。

58残り

km

登りを終えたところでは、

逃げ集団の選手たちがすで

に捕まっているかもしれま

せん。まだ先行していたとし

ても、後方集団から追いつ

きたい選手が出てきて、下り

区間での合流を狙うでしょ

う。

また、登りで最後にトップ

集団と離れてしまった選手

たちも、下りで復帰できる

チャンスがあります。

89残り

km

三国峠の頂点にたどり着い

た途端に下りへ入ります。

登りで飛び出した選手が、

道路の道幅を最大限に利用

し、全開で下ります。

選手は富士山と湖を眺めら

れる今大会屈指の絶景ス

ポットを楽しむ余裕はあり

ませんが、世界中で観戦し

ている人たちにとっては非

常に印象的な場面となるに

違いありません。

29残り

レース序盤は、力勝負では

勝てないと考えている選手

たちが先手を取り、早い段

階から逃げようとする展開

となるでしょう。

多摩地域の地形も激しく、

ハイペースのスタートが予

想されます。

228残り km

45kmに渡りずっと街中を走って

きた選手たちは、小倉橋で相模

川を横断し、少しずつ市街地を抜

けていきます。

メイン集団は大きな動きを見せ

ず落ち着いた状態で進む可能性

が高いですが、タイム差を稼ごう

とする逃げ集団は、先頭交代を

行いながらハイペースを維持する

でしょう。

200残り km

スタート

km

富士グリーンラインの手前まで登りが苦

手な選手は、エースの選手をアシストす

るため、メイン集団のペースが上がるで

しょう。

それに対して、序盤から逃げ集団を形成

している選手たちは、体力が徐々に消耗

し、タイム差を保つことに必死になるは

ずです。

124残り

km

富士グリーンラインは、15kmで1000m

の獲得標高差がある厳しい上り坂なの

で、のぼりを得意としている選手が動いて

くるでしょう。しかし、ゴールまで100km

近く残っていることもあり、優勝候補の

選手にとってはまだ勝負するには早いで

しょう。

実力差のある選手やアシストとして役目

を終えた選手たちはここで離れていき、

メイン集団の人数が半分近く減ることが

予想されます。

レース終盤の勝負どころです。それぞれの国の、

プライドを賭け、たくさんのドラマが生まれるは

ずです。ワクワクしながら思いっきり楽しみま

しょう!

101残り

km

丹沢山地に囲まれながら、40kmも続く

登りっぱなしの「道志みち」を走行しま

す。逃げ集団との差が大きければ、メイ

ン集団がこの区間で簡単に追いつくこと

はできないでしょう。

しかし、終盤に難易度が高いため、メイ

ン集団は後半に追いつけると判断し、こ

の区間では、体力を保つため無理はしな

いでしょう。

そのため、差が最大で15分近くまで開く

ことも予想されます。

171残り

　コースは、男女ともに武蔵野の森公園をスタート会場とし、東京都、神奈川県、

山梨県、静岡県内を通り、富士スピードウェイでゴールします。

　コース総距離は、パレード走行区間10kmを含む男子約244km、女子約

147km、獲得標高（スタートからゴールまでの上った高さの合計）は男子約

4,865m、女子約2,692mとなります。男子は、大会第1日目の7月25日（土）11時

にスタート、女子は2日目の7月26日（日）13時にスタートし、世界のトップレー

サーがゴールの富士スピードウェイを目指します。

　東京から富士山麓に挑む景色の変化と雄大な地形の映像は、世界中に東京

2020オリンピック競技大会の開幕を印象付けます。男女ともに、起伏の激しい難

易度の高いコースとなりました。 

●スタート：武蔵野の森公園　●ゴール：富士スピードウェイ
［総距離：約244km、レース距離：約234km（スタート後10kmはパレード走行）、獲得標高：約4,865m］

（START）武蔵野の森公園～是政橋

武蔵野の森公園→人見街道700m→「基督教大裏門」（左折）→東八道路3.2㎞→「前原交番前」（左折）→小金井街道2㎞（右折）→600m「けや

き並木北」（左折）→800m（右折）→200m（左折）→府中街道

（OFFICIAL START）是政橋～道志みち

府中街道3.6㎞（右折）→800m「向陽台小学校南」（左折）→500m「稲城五中入口」（右折）→900m（左折）→「稲城中央公園」（左折）→900m

（右折）→400m「長峰二」（左折）→700m「若葉台公園西」（左折）→300m（右折）→300m「若葉台小学校西」（右折）→400m「多摩東公園」

（右折）→400m「聖ヶ丘四」（左折）→200m（左折）→800m「聖ヶ丘二」（右折）→1.1㎞「聖ヶ丘一」（左折）→500m「多摩馬引沢」（左折）→1.4㎞

「多摩東公園」（右折）→3.5㎞「南豊ヶ丘フィールド前」（右折）→1.5㎞「豊ヶ丘小入口」（左折）→200m「多摩青木葉」（右折）→1.3㎞「多摩南部地

域病院」（右折）→ 300m「島田療育センター入口」（左折）→多摩ニュータウン通り6.4㎞→「多摩ニュータウン入口」（右折）→町田街道2.3㎞→

「坂下」（左折）→600m「元橋本」（右折）→900m「相原2」（左折）→300m「相原台」（右折）→国道413号線→2.8km「久保沢」（左折）→100m

（右折）→県道510号線5.6㎞→「串川橋」（右折）→国道412号線1.6㎞→「関」（右折）→2.4㎞「青山」（左折）

道志みち～山中湖～富士裾野～富士スピードウェイ（1周目）

→国道413号線43.1㎞→「平野」（右折）→9.6㎞「旭日丘」（右折）→8.7km「須走」（左折）→151号線6.5km→（右折）→2㎞（左折）→国道469

号線5㎞→「原里小前」（右折）→8.2㎞「須山」（右折）→3.7km（右折）→900m（左折）→200m（右折）→1.2km（右折）→8.7km（右折）→富士

山スカイライン15.5㎞→「玉穂支所入口」（左折）→3.5㎞（右折）→1.9㎞（右折）→500m（左折）→2.1㎞（右折）→2.7㎞（左折）→富士スピード

ウェイ1周後Out（直進）

富士スピードウェイ（2周目）～三国峠～山中湖～富士スピードウェイ（FINISH）

→1.5㎞（右折）→700m「車地蔵尊」（右折）→1.6㎞（右折）→2.1km（右折）→2.7㎞（左折）→富士スピードウェイ1周後Out（左折）→1㎞「福聚
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つく、特に途中の「ドーナツ

区間」（路面がドーナツ状

の模様になっている区間）

では、20パーセントを超え

るところもあります。
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東京2020オリンピック自転車ロードレース競技コース解説
トム・ボシス山中湖村国際交流員（自転車ロードレース元プロ選手）が実際に東京2020オリンピック自転車競技ロード
レースコースを走り、感じたコースの見所や勝負所を解説します。
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山中湖村の紹介
　山中湖村は山梨県の東南部に位置し、神奈川
県と静岡県の県境に接しています。世界遺産の
富士山にいちばん近い湖「山中湖」を中心に、
明るくなだらかな山々が囲む、豊かな自然環境
に恵まれています。標高1,000mの高原地帯で、
夏でも冷涼な気候と、富士山と湖を望む美しい
景観から、県内有数の観光地として毎年多くの
方が訪れています。
　平成３０年８月９日に「東京2020オリンピック
自転車競技ロードレース」のコース会場に決定し、
国内外からの期待と注目が集まるこの絶好の機会
に、だれもが訪れてみたいと思う「自転車の聖地」
を目指し、まちづくりを行っています。

山中湖村

　標高1,000ｍの高原に位置する、富士山が間近に迫る30万㎡の
広大なお花畑です。四季折々に咲く花々を、富士山を背景にご覧い
ただけます。また、フローラルドーム「ふらら」では真冬でも熱帯
の植物がご覧いただけます。花の都公園では年間を通して様々なイ
ベントが行われています。
所 在 地■山中湖村山中１６５０
営業時間■  4月16日～10月15日（午前8時30分～午後5時30分） 
　　　　　10月16日～  4月15日（午前9時～午後4時30分）

　山中湖村には日帰り温
泉施設が２つあります。
富士山を間近に仰ぐ「紅
富士の湯」はまさにその
名のごとく、湯船につか
りながら冬は紅富士を、
夏は富士の山の灯をご覧
いただける温泉として人
気を博しています。また
１２～２ 月の土・日・祝
日は朝６時からオープンしています。
所 在 地■山中湖村山中８６５-７７６
営業時間■午前10時〜午後9時まで（最終受付は午後8時30分）
定 休 日■毎週火曜日

観光スポット① 山中湖花の都公園

観光スポット② 山中湖温泉紅富士の湯

　富士山と山中湖の絶
好のロケーションに恵
まれた湖畔に広がる、
交流プラザ「きらら」
は、その立地を生かし
た多 彩な取り組みを
行っています。野外劇
場「ひびき」、散 策が

楽しめる自然公園、様々なスポーツが楽しめるフィールドの３つのエ
リアで構成されています。
　ダイヤモンド富士の撮影スポットとしても人気です。
所 在 地■山中湖村平野４７９-２

施設案内 山中湖交流プラザきらら

　山中湖村は富士山麓ならではの特色
ある食材が、ここならではの郷土料理
を生み、今に伝えられています。
　冬の味覚で一番に上げられるのがワ
カサギです。山中湖のワカサギは形が
美しく、身が柔らかく旨味があります。
湖畔の料理店でも食べることができま
す。

特産品 山中湖のワカサギ

　１万人以上のランナーが、全
国から富士山を仰ぐ山中湖に
集まる「山中湖ロードレース」
は、毎年５月の最終日曜日に開
催されています。湖畔が新緑
で最も美しい季節に行われ、
残雪の富士山や湖畔を走る爽
快なレースで、初心者から上
級者まで楽しめます。
開 催 日■２０１９年５月２６日（日）
開催場所■�山中湖中学校
	  （スタート：役場交差点前　フィニッシュ：山中湖中学校）

イベント スポニチ山中湖ロードレース

人口●５，８１６人
世帯●２，３７２世帯
面積●５３．０５㎢
平成３１年１月１日現在

取材協力：山中湖村役場　企画まちづくり課

　　山中湖に映る逆さ富士
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山中湖
村所在会員の

山中
湖のお

もてなしスポット
をご
紹介します
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■ ㈲エー・エム・ジャパン

　西野　進さん
紹介者

●住所／山中湖村平野506-136
●�営業時間／9:00〜17:00
　　　　　（月火は19:00まで）
●電話・予約／0555-72-8684
●URL／
　http://satorinagomi.jimdo.com

●住所／山中湖村平野506-558
●営業時間／11：30～14：30 LO 
●定休日／毎週水木曜日
●電話・予約／0555-62-9506 （事前にご連絡ください。）

●住所／�山中湖村平野
3213-2

●営業時間／10:00〜18:00
●定休日／木曜日
●電話・予約／0555-62-1418

●住所／山中湖村平野479-29
●営業時間／工房：10:00～18:00
　　　　　　レストラン：11:00～18:00（土曜、GW、8月はL.O 21：00）
●定休日／木曜日（GW、8月、9月、年末年始は無休）
●電話／0555-62-2774　

CO.SA-LA

カフェ ノア クラフトの里
ダラスヴィレッジ

森の中の癒しスポット
悟り和みヒーリングセンター

　山中湖平野にあるCO. 
SA-LAは更科蕎麦の店舗
とグランピングが楽しめ、
蕎麦は手打ちの更科です。
つゆと蕎麦のバランスが
良く万人に受け入れられ
る食べやすさを誇ります。
蕎麦屋らしからぬ店名に
あるように、ちょっと洒
落た器に盛られた蕎麦と店内でゆっくり時間を過ごせ、ペットと食
事の出来る個室も完備しています。庭には1日1組限定でグランピ
ングの予約も受付中。ベルギー製の大型テントでゆったり自然を感
じながら快適なキャンプが体験できますよ。

　山中湖畔にあり、テラスやカウンター
席から湖と富士山を一望できます。空
気が澄んでいる冬はダイヤモンド富士
や逆さ富士が一段と映え、山中湖一の
絶景スポットとして旅行雑誌「じゃらん」
やTVなどにも紹介されています。
　窓越しに広がる景色
を眺めながら食事やお茶
を楽しんで、ゆっくりと
した時間をお過ごし下さ
い。
※シホンケーキは季節に
より付け合わせの果物が
かわります。

　富士を間近に望む2,500坪の
敷地には、吹きガラス、とんぼ
玉、陶芸、シルバー細工等13種
類の体験工房とレストランが併
設しています。食べて遊んで一
日楽しめる山中湖の人気スポッ
トです。
　丁寧な指導で初めてでも楽しめるクラフト体験は旅の思い出に最適
で、BBQメインのレストランは軽食・喫茶も可となっています。
　全店内ペットOK、キッズルーム、バリアフリー・車椅子トイレ等完
備と親切&充実の設備も嬉しいです。
　団体プランも有ります（要予約）。

　旭日丘の静かな森の中にあるヒーリングセンター。1,000坪の敷地
は木々と鳥の声に包まれた素敵な癒しの空間です。ヨガや瞑想講習、
ナチュラルヒーリング、カウンセリング、リトリートなどを提供してく
れます。また、随時予約可能です。
　海外生活の長い奥さんとニュージーランド人の旦那さんがフレンド
リーに迎えてくれます。

マリモ
通り

山中湖村役場
旭日丘公民館●

山中湖テディベア
ワールドミュージアム●

山中湖
森のアルム●

ホテル
フジヤマ●

●山中湖
　ガーデンヴィラ

悟り和み
ヒーリングセンター

CO.SA-LA

山中湖パノラマ台●

●山中湖
クリーン
センター

730

マリモ通り
カフェ ノア

●山中湖グリーン
　タウン管理事務所

●ダイアパレス山中湖

長池精肉店●

長池親水公園●

山中湖
729

マリモ通り

ダラスヴィレッジ

●山中湖交流プラザきらら

●㈶東京YMCA
　山中湖センター

山中湖 413

730
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地方公共団体（市町村）が空き家の有効活用を
通じて、人口増のための定住・移住促進及び地
域の活性化を図るため立ち上げた制度です。
（公社）山梨県宅地建物取引業協会では、土地
及び土地建物の売買・賃貸借契約などの媒介業
務に関する部分について、安全・安心な宅地建
物取引を提供するため協力をしています。

※�市町村により、売主（貸主）と買主（借主）が直接
契約交渉する方法「直接型」があるので、詳しくは、
各市町村にお問い合わせください。

現在、当協会が空き家バンクに関する協定を締結してい
る市町村は１9市町村あります。
　※当協会と協定をせず、空き家バンクを実施している市町村は含
まれていません。

○甲府市	 ○富士吉田市	 ○都留市	 ○山梨市	
○大月市	 ○韮崎市	 ○南アルプス市	 ○北杜市	
○甲斐市	 ○笛吹市	 ○上野原市	 ○甲州市	
○中央市	 ○市川三郷町	 ○身延町	 ○南部町	
○富士川町	 ○道志村	 ○丹波山村	
○山中湖村（3月中旬協定締結予定）

甲府市と富士川町においては、空き家バンクの他、空き店舗
等を扱う、「甲府市まちなか不動産バンク」「富士川町空き店
舗バンク」も実施しています。

山梨県宅建協会のホーム
ページには、各市町村
の空き家バンクページ
へのリンクがあります。
（http://yamanashi-
takken.or.jp/inaka/）

※市町村によって、異なる場合があります。詳しくは、各市町村にお問い合わせください。
※媒介業務を宅建協会員に依頼する「間接型」の場合になります。

空き
空き家の活用
田舎暮らしでバンク しませんか？家

1　 そもそも空き家バンクって？

2　 �空き家バンクを実施する市町村は？
北杜市

韮崎市

南アルプス市

富士川町

早川町

身延町

市川三郷町

中央市中央市

昭和町昭和町

甲
斐
市 甲府市

笛吹市

山梨市

甲州市

丹波山村

小菅村

大月市 上野原市

道志村

都留市西桂町西桂町

忍野村忍野村

山中湖村富士吉田市

富士河口湖町

鳴沢村

南部町

     

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

で
公
開 

空
き
家
の

利
用
希
望
者

買
い
た
い

借
り
た
い

空
き
家
を

売
り
た
い

貸
し
た
い

空
き
家
を

空
き
家
の

所
有
者

市
町
村

山梨県宅建協会 
（宅建協会員が仲介等を行います）※ 

売買・賃貸借契約 締結 

 

募 集 

申し込み 

現地調査・登録 

利用申し込み 

（利用）登録 

各種問合せ 

見学・相談等 

協 定    

空き家バンクに
登録しよう！

売りたい！
貸したい！

空き家バンクを
利用しよう！

買いたい！
借りたい！

①登録したい物件が所在する市町村に連絡
　・物件登録申込書等の提出
　
②市町村職員と宅建協会員（宅建業者）
　による物件確認

③審査・登録
　・�登録できる物件であれば、市町村から所有

者に登録完了書を通知し、空き家バンクに
物件を登録。

④インターネット等による情報発信
　・物件情報を市町村ホームページで公開。

①�市町村ホームページ等で空き家バ
ンク登録物件の検索

②�利用したい物件が所在する市町村
に連絡

　・利用登録申込書等の提出
　
③希望する物件の見学
　・�宅建協会員（宅建業者）と見学する

日程を調整。

④契約
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宅建協会
だより

報告

お知らせ

　山梨県が主催する「オール山梨 空き家セミナー＆無料相談会2018」が県内 ４ 会場（平成30年 9 月29日 甲府会場、11
月 4 日 身延会場、11月17日 甲州会場、12月 1 日 富士吉田会場）で開催され、当協会が事務局を担うとともに参加・協
力をしました。
　空き家セミナーでは、県内外の有識者が講師となり、空き家の所有者だけでなく、自治体職員や各種専門家にとって
もより幅広い見識を深める機会となりました。無料相談会では、空き家所有者の抱える様々な問題解決を図る為、当協
会のほか様々な専門家団体（山梨県弁護士会、山梨県司法書士会、山梨県行政書士会、（公社）全日本不動産協会山梨
県本部、（一社）山梨県不動産鑑定士協会、山梨県土地家屋調査士会、（一社）山梨県建築士会、東京地方税理士会山梨
県会）が参加・協力し、チームを構成した上で、ワンストップ相談を展開しました。
　2019年度においても、県内 ４ 会場（場所未定）で開催される予定です。空き家をお持ちの方、近い将来お持ちになる
方など、是非ご参加ください。

　住宅の売買等で消費税が課税されるのは、住宅の引き渡し時点です。したがって、契約締結は2019年 9 月30日以前で
あっても、2019年10月 1 日以降に引き渡しを受ける場合は10％の消費税率が適用されます。
ただし、経過措置として、以下の場合は旧税率が適用されます。

・�注文住宅などで、工事請負契約を指定日（2019年 4 月 1 日）前までに締結した場合、引き渡しが税率改正後であって
も旧税率が適用されます。

・�新築分譲住宅などは売買契約なので、原則として引き渡
し時点の税率が適用されます。しかし、建物の譲渡に関
わる契約の場合で、その建物の内外装や設備などについ
て譲渡を受ける人の注文に応じて作られる契約を指定日
（2019年 4 月 1 日）前に締結した場合は、引き渡しが税
率改正後であっても旧税率が適用されます。

 ポイント 
■消費税額は原則として引渡し時点の税率により決定
■指定日（2019年 4 月 1 日）前に契約された住宅は引き上げ前の税率が適用
■請負契約だけではなくマンション等の売買契約も概ね対象

○売買契約の場合
　マンション等の売買契約でも、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっ
ている場合には、同様の経過措置が適用されます。

「オール山梨 空き家セミナー＆相談会2018」
に参加・協力しました！

不動産取引等に係る消費税増税の影響
消費税が2019年10月1日より10％に引き上げられます。

消費者支援業務委員会 所管

消費者支援業務委員長　新谷　繁

消費税10％への引き上げ時の経過措置
6ヶ月前（指定日）
［2019.4.1］

契約

契約

引き渡し 税率8％

税率8％

税率10％

税率10％

引き渡し

契約 引き渡し

契約 引き渡し

税率引き上げ）
［2019.10.1］ 消費税率

空き家セミナーの様子 空き家無料相談会の様子
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市町村名 対象者 内　　　容 交付金額

甲府市

中央部地域等の空き家の購入
者または貸主 空き家の修繕、補修等に対する助成 経費の 1 / 3（上限30万円）

中央部地域等で家賃を支払っ
ている子育て世帯または新婚
世帯

民間賃貸住宅の入居者に対する家賃補助 上限 2  万円/月（最長36ヶ月間）

富士吉田市

新婚世帯 市内賃貸住宅に入居する新婚世帯への家賃補助 1 万円/月（最大1.5万円）
バンク利用者
（買主・借主） 空き家バンク物件利用に対する家賃補助（住居/店舗） 1 万円〜 3 万円/月

転入し住宅を取得した者 新築/中古物件購入に対する補助 50万円〜100万円（最大150万円）
家賃補助・住宅取得補助受給
者 遠距離通勤に対する補助 １ 万円/月

バンク利用者
（買主・借主） バンク登録物件改修費に対する補助 上限50万円

都留市

バンク利用者
（買主・借主）

契約が締結された登録物件のうち、市内施工業者が行
う台所、浴室、便所、洗面所、内装、もしくは外壁等
のリフォームまたは屋根の葺き替え費用補助

経費の 1 / 2（上限50万円）

転入し住宅を取得する子育て
世帯

市内に転入し新たに住宅を取得した場合に取得や改修
に要した経費に対する補助 3 %（上限40万円）※加算あり

山梨市

バンク利用者
（買主・借主）

住宅リフォーム補助金（空き家バンクでの成約者を対
象に交付、市内業者利用など条件あり） 工事金額の10％（上限10万円）

バンク物件登録者
（売主・貸主）

空き家提供奨励金（空き家バンクでの成約時に奨励金
を交付） 10万円

大月市

バンク物件登録者
（売主・貸主）

大月市空き家バンクに物件登録し、売買の成約に至っ
た際の奨励金 3 万円

バンク利用者
（買主・借主）

空き家の安全性、居住性、機能性等を維持又は向上さ
せるために行う修繕、補修、取替え費用に対する補助 経費の 1 / 2（上限10万）

大月市内の中古住宅を取得し
た者 中古住宅を取得した者に対する助成 上限20万円（加算型）

大月市内の新築住宅を取得し
た者 新築住宅を取得した者に対する助成 市内申請者：上限40万円（加算型）

市外申請者：上限50万円（加算型）
賃貸住宅に入居する新婚世帯 賃貸住宅に入居する新婚世帯への家賃助成 上限 1 万円/月（最長24か月間）
賃貸住宅に入居する転入子育
て世帯 賃貸住宅に入居する転入子育て世帯への家賃助成 上限 1 万円/月（最長24か月間）

韮崎市

バンク物件登録者
（売主・貸主）

空き家バンク制度に基づき、市外からの転入を予定し
ている個人の成約者を対象に交付 10万円

バンク物件登録者・利用者
（売主・貸主・買主・借主）

空き家バンク登録物件のリフォーム費用、家財道具の
処分費を助成（市内業者利用など条件あり）

リフォーム：最大100万円
家財処分：最大10万円

新婚世帯（所得制限あり） 申請時に、本市に住所を有する新婚世帯へ、新居購入
費、家賃、引越し費用を助成（年齢・所得など条件あり）上限24万円

転入者・市内在住者の住宅取
得者 持家住宅定住促進助成金 最大150万円

南アルプス市

バンク物件登録者・利用者
（売主・貸主・買主・借主） 住宅の機能向上のための改修費補助 経費の 1 / 2（上限100万円）

住宅及び土地を取得する若者
世帯 市内に住宅及び土地を取得する若者世帯への補助 30万円（扶養する子が 3 子以上の場

合50万円）

住宅の所有者 市内の施工業者により行う住宅リフォーム工事費等を
補助 一律　10万円

北杜市 バンク物件所有者
（売主・貸主）

空き家バンク登録物件の家財処分費用、賃貸物件内の
設備等に係る改修費用の補助 経費の 1 / 2（上限20万円）

笛吹市

バンク物件登録者・利用者
（売主・貸主・買主・借主） 空き家バンク物件の家財処理・建物補修改修補助 経費の 1 / 2（上限20万円）

新たに住宅を取得する子育て
世帯

子育て世代住宅取得補助金
（新たに市内に住宅を取得する子育て世帯への補助）

新築30万円
中古25万円

上野原市

バンク物件登録者・利用者
（貸主・借主） 要件に該当する場合に、リフォーム経費を補助 経費の 1 / 2（上限50万円）

新たに住宅を取得等して移住
する者 要件に該当する場合には住宅ローン残高の 5 ％を補助 上限150万円

甲州市

市外から転入し建物を購入又
は借りた者 市内業者によるリフォーム代の一部を助成 経費の 1 / 5（上限20万）

バンク物件登録者
（売主・貸主）

清掃や家財道具等の処分等を業者に依頼した費用の一
部を助成 経費の 1 / 2（上限20万）

中央市

バンク物件登録者・利用者
（売主・貸主・買主・借主）

空き家の安全性、居住性、機能性等の維持、または向
上のために行う住宅に対する修繕、模様替え、増築等
の工事費用補助

経費の 1 / 2（上限20万円）

バンク物件登録者・利用者
（売主・貸主・買主・借主）

空き家において使用されず残された状態の家電製品、
家具、食器、その他の家財道具を処分する経費補助 経費の 1 / 2（上限 5 万円）

知って得する支援制度
市町村では様々な支援制度を用意して、空き家の所有者や移住希望者等を支援し
ています。その一部をご紹介しますので、上手に活用しましょう！
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市町村名 対象者 内　　　容 交付金額

市川三郷町

バンク物件登録者・利用者
（売主・貸主・買主・借主）

契約成立した物件に対し、改修工事や家財道具等処分
を行う場合、補助金を交付

改修工事：経費の 1 / 2（上限100万
円）
家財処分：上限10万円

住宅の購入者である夫婦いず
れかが満40歳以下であること

夫婦いずれかが40歳以下の世帯で、町内に住宅を取得
した方に補助金を交付 上限100万円

身延町
バンク利用者（買主） 住宅購入祝金（中古物件を購入した者への祝金） 上限20万円
バンク利用者（借主） 引越祝金（転入した者への祝金） 上限10万円

南部町 南部町民
町内住宅関連事業者により自己の居住するための家屋
を新築及びリフォームを行う場合に要する費用及び建
築資材等購入費に対して、商品券を補助金として交付

経費の 1 / 5
上限：リフォーム 10万円
　　　新築 20万円

富士川町
住宅建築主 住宅用地を購入し、住宅を建築した者、既存住宅を購

入した者に対する補助 固定資産税相当額 5 年間

バンク利用者
（買主・借主） 空き家バンク物件への入居者に物件の改修費補助 経費の 1 / 2（上限25万円）

道志村

バンク物件登録者
（売主・貸主）

道志村空き家バンク登録促進報奨金
（売買・賃貸成約時に支給） 3 万円

Ｕ・Ｉターン者（40歳未満） 道志村移住定住奨励助成金
（移住世帯主に ５ 万円） 5 万円

Ｕ・Ｉターン者（40歳未満） 道志村移住者通勤支援補助金
（月10日以上の村外通勤者に支給） 5,000円/月

移住希望者 道志村体験宿泊費補助金
（移住支援センターにて移住相談を受けている者） 宿泊費の 1 / 2

35歳以下の単身者、45歳以下
の夫婦、50歳以下で子どもが
いる世帯

道志村若者定住応援制度
（住宅の新築・増築・改築補助、中古物件・土地購入
補助）

経費の 1 / 2（上限200万円）

創業・第 2 創業をする者 道志村創業支援事業補助金
（道志村創業支援計画の認定を受けた者） 経費の 1 / 2（上限100万円）

※支援制度の情報は平成31年 1 月 1 日現在の情報になります。
※支援を受けるには条件が定められております。 詳細は各市町村にお問合せください。

宅建協会
だより

報告

　平成３０年１１月 ９ 日（金）午後 ２ 時から、山梨県不動産会館 ３ 階会議室に
おいて、平成３０年度 空き家・空き店舗バンク事業 意見交換会を開催致し
ました。
　当日は、空き家・空き店舗バンク事業を実施する１７市町村の担当職員と
１２市町村の協会事務取扱責任者、山梨県 地域創生・人口対策課及び住宅
対策室の職員、消費者支援業務委員の計４１名が出席・参加しました。

　最初に座長より事前アンケートによる現況報告がなされた後、「他市町
村に対する質問」と「宅建業者・協会に対する質問」について、各市町村
と宅建業者からの意見を聴取する中で解決を図りました。
　続いて、甲州市・大月市・富士川町より全国版空き家・空き地バンク運
営業者 ２ 社のメリット・デメリットを比較しつつ発表してもらうととも
に、物件登録数の多い北杜市・韮崎市より主な取組みと具体的な成果等が
発表されました。韮崎市の「空き家暮らし大作戦」と題した取組みでは、
各地区に設置された移住定住支援員（空き家コーディネーター）により、
空き家の情報収集や空き家の掘り起こしが行われ、多くの物件が空き家バ
ンクへの登録に繋がったとのことでした。
　最後に本会事務局より、昨年 １ 月 １ 日から施行された報酬告示改正の概
要や農地付き空き家の提供の流れ等について情報提供を行いました。
　本意見交換会は、市町村職員と宅建業者が一堂に会する貴重な場であることから、多くの質問・意見が活発に交わさ
れ、大変有意義なものとなりました。

平成30年度　空き家・空き店舗バンク事業
意見交換会　報告　　　　　

消費者支援業務委員会　所管

消費者支援業務委員長　新谷　繁
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宅建協会
だより

お知らせ

予約不要
無　　料

消費者のための不動産無料相談所

不動産に関する
お悩みはこちら

　消費者支援業務委員会では、以下の日時・会場において、消費者のための不動産無料相談所を開設しております。不動
産全般の疑問、不安や悩みについて、お気軽にご相談ください！

■不動産会館相談所：甲府市下小河原町２３７- ５ 　山梨県不動産会館 ２ 階　電話：０５５-２４３-４３０４
　　　　　　　　　　毎週　火曜日・金曜日　午前１０時～正午　午後 １ 時～午後 ４ 時

■甲　府　市：市役所 本庁舎 ４ 階 市民相談室
　　　　　　　午後 １ 時３０分～午後 ４ 時
　　平成３１年　�4 /18（木）・ 5 /16（木）・ 6 /20（木）・ 

7 /18（木）・ 8 /22（木）・ 9 /19（木）・ 
10/17（木）・11/21（木）・12/19（木）・

　　平成３２年　�1 /16（木）・ 2 /20（木）・ 3 /19（木）

■富士吉田市：市役所 東庁舎 ２ 階 会議室
　　　　　　　午後 １ 時～午後 ４ 時
　　平成３１年　��4 /19（金）・ 5 /20（月）・ 6 /20（木）・ 

7 /19（金）・ 8 /20（火）・ 9 /20（金）・ 
10/21（月）・11/20（水）・12/20（金）・

　　平成３２年　�1 /20（月）・ 2 /20（木）・ 3 /19（木）
※ 9 /20（金） 弁護士による相談
　　　　　　　　午前１０時～正午・午後 １ 時～午後 ４ 時

■南アルプス市：市役所 白根支所 ２ 階 大会議室
　　　　　　　　午後 １ 時３０分～午後 ４ 時
　　平成３１年　�4 /24（水）・ 5 /15（水）・ 6 /19（水）・ 

7 /17（水）・ 8 /21（水）・ 9 /18（水）・ 
10/16（水）・11/20（水）・12/18（水）・

　　平成３２年　�1 /15（水）・ 2 /19（水）・ 3 /18（水）
※ 7 /17 ２ 階 Ａ・Ｂ会議室

■山　梨　市：市役所 西館 ２ 階 会議室
　　　　　　　午前１０時～正午・午後 １ 時～午後 ３ 時
　　平成３１年　�4 /19（金）・ 5 /20（月）・ 6 /20（木）・ 

7 /19（金）・ 8 /20（火）・ 9 /20（金）・ 
10/21（月）・11/20（水）・12/20（金）・

　　平成３２年　�1 /20（月）・ 2 /20（木）・ 3 /19（木）

■甲　州　市：甲州市民文化会館 ３ 階 第 １ 研修室
　　　　　　　午後 １ 時～午後 ３ 時
　　平成３１年　�4 /18（木）・ 5 /16（木）・ 6 /20（木）・ 

7 /18（木）・ 8 /22（木）・ 9 /19（木）・ 
10/17（木）・11/21（木）・12/19（木）・

　　平成３２年　�1 /16（木）・ 2 /20（木）・ 3 /19（木）

■笛　吹　市：市役所 本庁舎 ２ 階２０１会議室
　　　　　　　午前１０時～正午・午後 １ 時～午後 ３ 時
　　平成３１年　�4 /17（水）・ 6 /19（水）・ 8 /21（水）・ 

10/16（水）・12/18（水）・
　　平成３２年　�2 /19（水）

「宅建業を開業したい！」 「宅建業に興味がある！」
でも、「何から始めれば良いか分からない･･･」 「開業には不安がある･･･」

様々なお悩みがあるのではないでしょうか？
　そんな皆様のために、（公社）山梨県宅地建物取引業協会では、宅建開業支援セミナーを開催しております。山梨県内
の不動産業者の約85％が加盟している、ハトのマークの宅建協会が開業までの流れや、本会で行っている業務支援の内
容についてご案内させて頂きます。
　また、個別相談会も実施しております。現役の宅建業者に業界を取り巻く環境や体験談を聞いたり、開業や実務に関す
る不安や疑問点などを相談したりする絶好のチャンスです！
　宅建業に興味のある方、独立を考えている方など多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【開催日】
　平成３１年　�４ 月１０日（水）　 ５ 月１１日（土）　 ６ 月１２日（水）　 ７ 月１３日（土）　 ８ 月 ７ 日（水）　 ９ 月１４日（土）� 

１０月 ９ 日（水）　１１月 ９ 日（土）　１２月 4 日（水）
　平成３２年　 １ 月１１日（土）　 ２ 月１２日（水）　 ３ 月１４日（土）

【時間】午後 １ 時30分～
【場所】山梨県不動産会館 ３ 階会議室 （甲府市下小河原町２３７- ５ ）
【内容】・開業までの流れ　・宅建協会とは　・個別相談会
【申込】予約制　お電話（055-243-4300）でお申込みください。

※受講者には山梨県へ提出する免許申請書類をお渡ししております。
　詳細につきましては右記お問い合わせ先までよろしくお願い致します。

参加費無料‼　宅建開業支援セミナー＆個別相談会！

公益社団法人
山梨県宅地建物取引業協会　　
事務局 開業支援セミナー担当
〒400-0853　甲府市下小河原町237- 5
　山梨県不動産会館
　電話：055-243-4300
　Fax：055-243-4301
　URL：http://yamanashi-takken.or.jp

【問合せ先】
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　「不動産キャリアパーソン」は「不動産取引実務」に関する基礎知識を取引の流れに沿って体系的に学ぶことができ
る通信教育資格講座です。不動産取引実務の基本知識はもちろん、ビジネスマナー、コンプライアンス、基本的人権の
尊重等、実務にあたる前の心構えも網羅されています。
　宅建業従業者、経営者、宅建士、消費者問わず、基礎知識を身に着けたい方は、是非ご利用ください。
■受講料
おひとり8,０００円（税別）
※上記受講料には、通信教育費用、終了試験受験料（ １ 回分）、資格登録料が含まれます。
※終了試験の再受験については、その都度再受験料（3,500円：税別）が発生します。
■申込み方法
　①全宅連ホームページからインターネット申込み（ネット決済事務手数料が無料になりました）
　②山梨県宅建協会で申込書による申込み　詳しくは山梨県宅建協会まで　　ＴＥＬ：０５５-２４３-４３００

不動産キャリアパーソンの資格登録がインターネットからでも申請できるようになりました！

全宅連が実施している「不動産キャリアパーソン」の修了試験合格後の資格登録につきまして、インターネットからで
も申請ができるようになりました。

全宅連へ資格登録の申請をされますと、全宅連より「不動産
キャリアパーソン資格登録証」が交付されるほか、「資格登録
者フォローアップサイト」などの特典が利用できます。

詳しくは全宅連のwebサイトをご覧ください。
【https://www.zentaku.or.jp/training/career/registration/】

 第 １ 回 　受　付： ４ 月 ８ 日（月）～
　　　　　　　　　 ４ 月１２日（金）
　　　　　講習日： ４ 月２６日（金）

 第 ２ 回 　受　付： ９ 月 ２ 日（月）～
　　　　　　　　　 ９ 月 ６ 日（金）
　　　　　講習日： ９ 月２７日（金）

 第 ３ 回 　受　付：１１月１８日（月）～
　　　　　　　　　１１月２２日（金）
　　　　　講習日：１２月１１日（水）

 

　平成３１年度の宅地建物取引士 法定講習会の日程は以下の通りとなりますので、ご確認下さい。
　なお、講習は有効期間満了日の ６ ヶ月前より受講可能です。

安心と信頼の証　不動産キャリアパーソン
不動産取引の基礎知識を学びませんか？

平成31年度　宅地建物取引士 法定講習会　開催日程のお知らせ

宅建協会
だより

報告

入口にステッカーを
貼ってアピール！

お知らせ

提 出 書 類 
（ 1 ） 宅地建物取引士証交付申請書
（ 2 ） �同一のカラー写真 3 枚　 縦 3 cm×横2.4cm（正面上半身・無帽・無背景）
　　＊�1 枚は（ 1 ）に貼付し、残りの 2 枚は裏面に氏名を必ず記入して下さい。
（ 3 ） 受講料・手数料　16,500円

申 込 方 法 
●持参による申込み
　提出書類（ 1 ）～（ 3 ）を期間内に本会までお持ち下さい。
　�なお、（ 1 ）交付申請書は、あらかじめ記入、押印の上ご持参いただけますようお

願い致します。
●郵送による申込み
　提出書類（ 1 ）～（ 3 ）を期間内に現金書留にて本会宛ご送付下さい。
　受付後、講習会の案内と領収書を送付致します。
　　＊�詳細については、協会HP（http://yamanashi-takken.or.jp/manager/course/）

をご確認下さい。

受講者に感想を聞きました！ 　

エステート結（同）　矢﨑　守仁　様

　宅地建物取引士の資格を取得して不動産会社を設
立、協会に加入と同時に「不動産キャリアパーソン」
の申し込みをしました。宅急便で教材が送られ、分
厚いテキストが ２ 冊あり少し不安になりましたが、
テキストとインターネット講義を交互に見ながら受
講することで内容も理解できるようになり、不安か
ら安心に変わりました。実際の業務の向上にとても
役に立つ講座なので、受講して良かったです。

キャリアパーソン合格でスキルアップ！
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宅建協会
だより

お知らせ

　標記について、 ５ 月２８日（火）午後 １ 時３０分（受付：午後 １ 時～）より、昭和町 アピオ甲府にて開催致します。
　ご多忙中とは存じますが、是非とも会員各位のご出席をお願い申し上げます。
　なお、当日ご欠席される場合につきましては、お手数ですが総会資料に同封の委任状はがきを提出いただけますよう
お願い致します。
（※総会資料及び委任状はがきの発送は、 ５ 月１０日（金）を予定しております）

　山梨県宅建協会では、利便性の向上、情報の迅速性を図るため、希望者には、効率的なメールでの受け取りをおすすめし
ます。今までＦＡＸで送らせていただいている研修会の開催通知、情報提供依頼などはメールでも受け取ることが可能です。
メール登録をしていただくと……

　

複数枚に渡る通知については、FAX送信の時間が長くなり、夜遅くまで送信処理がかかることがありました。
この機会に是非、メール登録のご検討よろしくお願い致します!!

メールアドレス登録希望者
メールでの受け取りを希望される方は、宅建協会までお問い合わせください。

■（公社）山梨県宅地建物取引業協会　TEL：０５５-２４３-４３００

協会からの情報、通知をメールで受け取りませんか？

メールアドレスを登録して（公社）山梨県宅地建物取引業協会　会員の皆さまへ

  メリット１  早　い！
  メリット2  便　利！
  メリット3  効率的！

離れていても、早くて数秒と受信時間が短いためすぐに受け取ることができます。

メールの場合、ネット環境があれば、いつでも、どこでも、好きな時間帯にチェックできます。

インターネット上のやりとりなので、FAXにかかる紙代の削減につながります。

（公社）山梨県宅地建物取引業協会 定時総会（第54回 総会）
（公社）全国宅地建物取引業保証協会 山梨本部総会（第46回 総会）

開催のお知らせ

平成31年度

　平成30年 ６ 月27日に建築基準法の一部を改正する法律が公布され、その一部規定については、同年 ９ 月25日に施行され
ました。これに伴い、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令において宅建
業法施行令についても次の通り改正し、平成30年 ９ 月25目から施行されました。以下、概要になります。

　改正法による改正後の建築基準法第43条第 ２項においては、建築物の敷地が道路に ２メートル以上接することを求める規
制（以下「接道規制」という｡）が適用されない建築物として、同項第 ２号に該当するもの（改正前の建築基準法第43条第
１項ただし書に該当するもの）のほか、新たに、その敷地が幅員 ４メートル以上の道（道路に該当するものを除き、避難及
び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る｡）に ２メートル以上接する建築物のうち、利用者
が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全
上、防災上及び衛生上支障がないものと認めるものが加えられた。
　宅建業法第33条及び第36条においては、宅建業者が宅地の造成又は建築物の建築に関する工事の完了前に当該工事に係
る宅地又は建物について広告し、又は、自ら売主となる売買契約の締結等を行う場合は、政令で定める許認可等があった後
にこれを行うこととしているところ、具体的な許認可等の内容について宅建業法施行令第 ２条の ５において定めている。
　改正法による改正後の建築基準法第43条第 ２項第 １号において新たに接道規制に係る認定の制度が新設されたことを踏
まえ、今般、当該認定を宅建業法施行令第 ２条の ５に定める許認可等に追加する改正を行った。
　なお、宅建業法第35条第 １項においては、宅地又は建物の使用等について法令上の制限がある場合に、購入者等が不測
の損害を被ることを防止するため、宅建業者に宅建業法施行令第 ３条第 １項で定める法令に基づく制限を重要事項として説
明するよう義務付けている。
　宅建業法第35条第 １項の規定に基づく重要事項の説明においても、改正法による改正後の建築基準法の接道規制に係る
認定制度の創設を踏まえ、遺漏なきよう説明をされたい。

　なお、全宅連策定の重要事項説明書資料〔都市計画法・建築基準法の法令に基づく制限の概要（法律概要一括47頁）「建
築基準法」〕は対応済みとなっております。

「建築基準法の一部を改正する法律｣ の施行に伴う
宅地建物取引業法施行令の一部改正について

　概　要　
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　物件を登録した会員店舗とは異なる（同一会社の）別部署名による販売図面が掲載されているので修正するよう指導して
ほしい。
 解説・対応 
　Ａ社に連絡したところ、担当者が前任部署で作成した図面を使用していたことが確認できました。機構事務局により図面
の修正を指示しました。

　当社は不動産業とは別業種だが、電話番号を変えたところ覚えのない不動産会社あての電話がかかるようになった。電話
をかけてきた相手に聞いたところ、レインズに掲載されている情報を見て連絡したと言っている。
 解説・対応 
　Ｂ社の電話番号は変更されていましたが、レインズの会員情報に掲載されている電話番号の変更手続きを行っていなかっ
たため、同社が登録している物件情報には以前の電話番号（相談者の会社の電話番号）が掲載されていました。
　機構より会員に、所属しているサブセンターに連絡して会員情報（電話番号）を変更する手続きを行うよう、指示しました。

　賃貸事務所資料の入力は消費税込みか消費税抜きか。消費税込みとすれば、消費税はどこに入れればよいか。
 解説・対応 
　レインズの登録では、売買物件の価格、賃貸物件の賃料ともに消費税込みで入力してください。消費税は価格や賃料に隣
接する「うち価格（賃料）消費税」欄があるのでそこに入力してください（土地や居住用賃貸物件は除く）。

事例①　登録した店舗と異なる別部署名による図面登録

事例②　レインズ会員あての間違い電話

事例③　事務所賃料の税表示

　◆しっかりチェック！レインズルール

～（公財）東日本不動産流通機構に問合せがあった具体的事例のご紹介～

レ イ ン ズ Ｆ ＆ Ｑ

（※（公財）東日本不動産流通機構 会報誌「れいんずVol.95」より、一部修正の上抜粋）

　お知らせ　

次の ３ つの行為は禁止されています！

　レインズでは次の ３つの行為は禁止されています。こ
うした行為は行わないでください。規程やガイドライン
（ＩＰ型ホームページのメインメニューの上部）を確認の
上、適正な利用をお願いします。

１ 　�情報の大量取得によるレインズの安定稼働の妨げと
なる利用

　システム会社等の提供するソフトの利用で、レインズ
に登録された物件情報を一時かつ大量に取得する行為に
よって、レインズ回線逼迫やシステムエラーが発生して
います。レインズの安定稼働の妨げとなっていますので、
やめてください。これらの行為は、レインズが定める規
程等に違反しておりますので、今後はこれらの行為に対
しては、規程に定める通り、予告なくレインズの利用の
制限や停止などの措置を講ずることになります。
　また、レインズではシステム会社等が提供するレイン
ズ利用に供するソフトは一切許容していませんので、ご
注意ください。

２ 　ユーザＩＤ・パスワードの第三者への無断貸与
　業務上の必要があっても業務委託先等第三者に対して、
機構の承認を得ずにユーザＩＤ・ＰＷを貸与してレイン
ズを利用させることはできません。なお、ＩＤやパスワー
ドの管理については、安易に紙などに記載して事務所内
に表示しておくことはせず、パスワードは定期的に更新
してください。レインズを利用していた従業員が退職し
た場合は直ちにパスワードを変更するなどの措置を取っ
てください。

３ 　「建物名」「所在地 ３ 」欄への広告費など不適切入力
　規定では、会員はレインズの各入力項目に対応する適
切な情報を登録するものとし、隠語または特定の会員の
みが認識できる記号・暗号等を登録することは禁じられ
ています。「建物名」欄には建物名、「所在地 ３」欄には
番地・号以外の入力はしないでください。すでに登録し
ている物件について、そのような入力を行っている場合
は、速やかに修正してください。
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お知らせ

　ハトマークサイト登録・検索システムから株式会社LIFULLの運営するポータルサイト「LIFULL HOME’S B 2 B（業者
間サイト）」へ物件情報の掲載が可能となる「ハトマークサイトLIFULL HOME’S B 2 B連動オプション」が平成31年 2
月 1 日（金）より開始されております。
　本オプションをご利用いただくには、事前にお申込みいただく必要があります。

○本オプションの概要・利用条件及びお申込み方法等

 １ ．利用条件 
　（ １ ）利用可能な企業
　　�　ハトマークサイトを利用できる企業（ハトマークサイトIDを所有している会員）で、かつ、株式会社LIFULLの審

査を経た企業
　（ ２ ）利用料金
　　　無　料

 ２ ．オプションの概要 
　　�　「ハトマークサイト登録・検索システム」にて登録した客付け可物件を、株式会社LIFULLが提供する業者間サイ

ト「LIFULL HOME’S B 2 B」（https://www.homes.co.jp/pro/bb/）へ連動し、LIFULL HOME’Sを契約している不
動産会社へ公開することができるサービスです。

 ３ ．お申込み方法 
　　�　「LIFULL HOME’S B 2 B」連動オプションお申込フォーム（https://goo.gl/forms/uFy 4 HpXC 1 FDhbqxD 2 ）よ

り、ご利用のお申込みをお願いいたします。
　　　原則、毎月10日までにお申込みいただくと、翌月の 1 日から利用可能になります。
　　　なお、お申込いただく前に、詳しい制度概要を必ずお読みください。

 ４ ．「LIFULL HOME’S B 2 B」とは 
　　�　「LIFULL HOME’S B 2 B」は、物件情報の掲載・閲覧・図面ダウンロードが制限なく無料でご利用いただける、

不動産会社さま向け物件流通サービスです。
　　�　「ハトマークサイト登録・検索システム」を利用できる宅建協会会員（ハトマークサイトIDを所有している会員）

で、LIFULLと連動申込み・設定を行った不動産会社さまが利用することができます。

 ５ ．注意点 
　　　本連動オプションで物件情報が公開されるのは、業者間サイト（「LIFULL HOME’S B 2 B」）のみとなります。
　　　一般消費者向けサイト（LIFULL HOME’S）に物件情報を公開するには、別途株式会社LIFULLとご契約が必要です。
　　　「ハトマークサイト登録・検索システム」からは行えません。
　　�　株式会社LIFULLの提供する物件登録システム、またはコンバート機能がある物件登録システム等を利用していた

だく必要がございます。

 ６ ．お問い合わせ先 
　　■ハトマークサイト「LIFULL HOME’S B 2 B」連動オプションの概要に関するお問合せ
　　　＜（公社）全国宅地建物取引業協会連合会　事業部 ＞
　　　　TEL : ０３-５８２１-８１１３ 
　　■ハトマークサイト「LIFULL HOME’S B 2 B」連動オプション「HOME’S B 2 B」等に関するお問合せ
　　　＜ 株式会社LIFULL ＞
　　　　TEL：０１２０-４６２-3８９　 9 ：00～19：00（土・日・祝日を除く）
　　　　　※携帯電話からは０５０-５５７７-７４６０　までお問合せください。
　　　　メール： support@homes.co.jp
　　　　F A X：０３-６８６２-９９６４

ハトマークサイトからのお知らせ
「LIFULL HOME’S B2B連動オプション」申込開始のご案内
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　会員の皆様を対象に、毎月 1 回、「弁護士による法律相談会」を実施しています。日常行う業務の中で、
法律的見解が必要な場合などにご利用ください。

 開 催 日 	 毎月 第3木曜日　※8月のみ第4木曜日
	 平成31年　�4 /18（木）・ 5 /16（木）・ 6 /20（木）・ 7 /18（木）・ 8 /22（木）・ 9 /19（木）・10/17（木）・�  

11/21（木）・12/19（木）
	 平成32年　 1 /16（木）・ 2 /20（木）・ 3 /19（木）
 開催時間 　午後 1 時30分〜午後 4 時30分　　お一人様30分（無料）

 開催場所 　山梨県不動産会館　

 予約方法 	 ○原則予約制のため、電話もしくは協会窓口で予約をしてください。
	 ○�ご予約をされなかった場合、当日午後 1 時30分〜午後 2 時30分の間にご来館頂ければ、予約状況により

ご相談できます。
	 （公社）山梨県宅地建物取引業協会　電話:055-243-4300

〜 注意事項 〜
○この相談会は、基本的な契約書の書き方などを相談するのではなく、取引の際などの法律的見解が必要な場合にご利用ください。
○原則無料ですが、同一事案の継続的なご相談、内容証明等の文書作成などは、個別相談として有料となる場合がありますので弁護士にご
相談ください。
○内容により、弁護士が関係者から既に相談を受けている場合等は、ご相談に応じていただけないこともございますのでご了承ください。

弁護士による法律相談会 会員限定

宅建協会
だより

お知らせ

　理事会だより
第9回二団体合同理事会・幹事会平成３１年１月３０日
【審議事項】
⑴ 入会者等について
⑵ 相談役 名誉会長の委嘱について
⑶ 会員名簿の発行について
⑷ �協会 平成３１年度 事業計画（案）・収支予算（案）・
資金調達及び設備投資の見込み

⑸ �保証 平成３１年度 事業計画（案）・収支予算（案）
について

⑹ 協会 施行規則 様式の一部改正について
　 �（レインズＩＰ型／ハトマークサイト山梨利用申込
書）

⑺ �全宅連 協会版ビジョン策定ワーキンググループ参
加要請及びチーム委員の推薦について

⑻ 定時総会・本部総会までの日程等について
【業務執行報告事項】
⑴ �既存住宅状況調査普及促進事業助成金交付要綱の
一部改正について

⑵ 平成３０年（ネオ）第８２３号 上告提起事件について
　 �平成３０年（ネ）第３２６１号 社員総会決議取消等請求控訴事件）
⑶ 笛吹市 空家等対策協議会 委員の推薦について
⑷ �富士吉田市 特定空家等判定等審議会 委員の推薦に
ついて

⑸ �甲斐市 空き家に関する講演会 及び 無料相談会へ
の協力について

⑹ �オール山梨 空き家セミナー＆無料相談会（身延会
場・甲州会場・富士吉田会場）の開催 報告について

⑺ �甲府市 空き家セミナー・合同相談会への協力につ

いて
⑻ �山梨県 産業労働部 商業振興金融課からの依頼につ
いて

⑼ 山梨県公益認定等審議会 立入検査の結果報告につ
いて

【報告書による業務執行報告】
⑴ �消費者支援業務委員会所管 不動産広告セミナー 報告
⑵ 中古住宅流通活性化特別委員会所管  「全宅連安心
Ｒ住宅事業」説明会 報告

⑶ �平成３０年度 空き家・空き店舗バンク事業 意見交換
会 報告

⑷ 第 ３ 回 消費者支援業務委員会 報告
⑸ 人材育成流通委員会所管 オーナー向けセミナー 報告
⑹ 中古住宅流通活性化特別委員会所管 インスペク
ション普及・啓発セミナー 報告

⑺ 平成３０年度 第 ３ 回 宅地建物取引士証 法定講習会
報告　　　　

⑻ 平成３０年度 宅地建物取引士資格試験 報告
⑼ 第 ２ 回 人材育成流通委員会 報告
⑽ 第 ４ 回 消費者支援業務委員会 報告
⑾ 第 ２ 回 中古住宅流通活性化特別委員会 報告
⑿ 第 ３ 回 総務財務委員会 報告
【他団体報告】
⑴ 山梨県居住支援協議会 報告
【その他】
⑴ 行事予定について　
⑵ その他
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だより

お願い

山梨県宅建協会からのお願い。

◆業者票【様式の変更】

様式の「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に変更してください。

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士
の名称変更によって業者票の様式が変更さ
れています。修正をお願いします。

変更届や免許更新書類にて写真を提出す
る際には修正したうえで提出してください。

■ 注意 ■
・記載内容に変更が生じた場合は、行政及び
協会への変更届提出の際に業者票も修正
し、最新の情報を掲示してください。

・専任の宅地建物取引士は全員分記載してく
ださい。

二百万円以下の金額 百分の五・四

二百万円を超え
四百万円以下の金額

百分の四・三二

四百万円を超える金額 百分の三・二四

◆報酬額表【最新版の掲示】

平成２６年４月１日から上限額の変更がさ
れています。最新の上限額は以下のとおりで
す。必ず最新の報酬額表を掲示してください。

■ 最新の報酬額 ■

◆変更届の提出【３０日以内に提出】

最新の「業者票」「報酬額表」は会員限定で無料配布しています！

協会事務局（TEL：055-243-4300）までお問い合わせください。

宅地建物取引業法 第９条に基づき、名簿
登載事項の変更が発生した場合、３０日以内
に国土交通大臣または都道府県知事に「宅
地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」
の提出が必要です。また、協会には「会員名
簿登録事項変更届」の提出が必要です。右
図を参照していただき、提出をお願いします。

届出先
変更事項

山梨県へ
提 出

宅建協会へ
提 出

商号又は名称 ○ ○

事務所所在地 ○ ○

代表者（支店長） ○ ○

役 員 ○ ×

専任の宅地建物取引士 ○ TEL・FAXで連絡

従業者 ○ ×

■ 書類作成に関するお問い合わせ ■
○ 山梨県庁 県土整備部 建築住宅課 企画担当

TEL：055-223-1730
○ （公社）山梨県宅地建物取引業協会

TEL：055-243-4300

大丈夫でしょうか？ 今一度確認してみてください。

※変更届は各ホームページからダウンロードできます。

１ 9876
平成２８ １１ ２８
平成３３ １１ ２７

株式会社 ○○不動産

山梨 宅男

山梨 建子

甲府市○○△-□-××
055 ×××-△△△

山梨県宅建協会からのお願い。

◆業者票【様式の変更】

様式の「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に変更してください。

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士
の名称変更によって業者票の様式が変更さ
れています。修正をお願いします。

変更届や免許更新書類にて写真を提出す
る際には修正したうえで提出してください。

■ 注意 ■
・記載内容に変更が生じた場合は、行政及び
協会への変更届提出の際に業者票も修正
し、最新の情報を掲示してください。

・専任の宅地建物取引士は全員分記載してく
ださい。

二百万円以下の金額 百分の五・四

二百万円を超え
四百万円以下の金額

百分の四・三二

四百万円を超える金額 百分の三・二四

◆報酬額表【最新版の掲示】

平成２６年４月１日から上限額の変更がさ
れています。最新の上限額は以下のとおりで
す。必ず最新の報酬額表を掲示してください。

■ 最新の報酬額 ■

◆変更届の提出【３０日以内に提出】

最新の「業者票」「報酬額表」は会員限定で無料配布しています！

協会事務局（TEL：055-243-4300）までお問い合わせください。

宅地建物取引業法 第９条に基づき、名簿
登載事項の変更が発生した場合、３０日以内
に国土交通大臣または都道府県知事に「宅
地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」
の提出が必要です。また、協会には「会員名
簿登録事項変更届」の提出が必要です。右
図を参照していただき、提出をお願いします。

届出先
変更事項

山梨県へ
提 出

宅建協会へ
提 出

商号又は名称 ○ ○

事務所所在地 ○ ○

代表者（支店長） ○ ○

役 員 ○ ×

専任の宅地建物取引士 ○ TEL・FAXで連絡

従業者 ○ ×

■ 書類作成に関するお問い合わせ ■
○ 山梨県庁 県土整備部 建築住宅課 企画担当

TEL：055-223-1730
○ （公社）山梨県宅地建物取引業協会

TEL：055-243-4300

大丈夫でしょうか？ 今一度確認してみてください。

※変更届は各ホームページからダウンロードできます。

１ 9876
平成２８ １１ ２８
平成３３ １１ ２７

株式会社 ○○不動産

山梨 宅男

山梨 建子

甲府市○○△-□-××
055 ×××-△△△

山梨県宅建協会からのお願い。

◆業者票【様式の変更】

様式の「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に変更してください。

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士
の名称変更によって業者票の様式が変更さ
れています。修正をお願いします。

変更届や免許更新書類にて写真を提出す
る際には修正したうえで提出してください。

■ 注意 ■

◆報酬額表【最新版の掲示】

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買
等に関して受けることができる報酬の額を定
めた告示が改正され、平成３０年１月１日より
施行されています。
最新の報酬額表は、最終改正「平成29年

12月8日 国土交通省告示第1155号」となっ
ております。
必ず最新の報酬額表を掲示してください。

◆変更届の提出【３０日以内に提出】

最新の「業者票」「報酬額表」は会員限定で無料配布しています！

協会事務局（TEL：055-243-4300）までお問い合わせください。

宅地建物取引業法 第９条に基づき、名簿
登載事項の変更が発生した場合、３０日以内
に国土交通大臣または都道府県知事に「宅
地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」
の提出が必要です。また、協会には「会員名
簿登録事項変更届」の提出が必要です。右
図を参照していただき、提出をお願いします。

届出先
変更事項

山梨県へ
提 出

宅建協会へ
提 出

商号又は名称 ○ ○

事務所所在地 ○ ○

代表者（支店長） ○ ○

役 員 ○ ×

専任の宅地建物取引士 ○ TEL・FAXで連絡

従業者 ○ ×

■ 書類作成に関するお問い合わせ ■
○ 山梨県庁 県土整備部 建築住宅課 企画担当

TEL：055-223-1730
○ （公社）山梨県宅地建物取引業協会

TEL：055-243-4300

大丈夫でしょうか？ 今一度確認してみてください。

※変更届は各ホームページからダウンロードできます。

１ 9876
平成２８ １１ ２８
平成３３ １１ ２７

株式会社 ○○不動産

山梨 宅男

山梨 建子

甲府市○○△‐□‐××
055 ×××‐△△△

※平成３０年１月１日より改正されています

・�記載内容に変更が生じた場合は、行政及び
協会への変更届提出の際に業者票も修正
し、最新の情報を掲示してください。

・�専任の宅地建物取引士は全員分記載してく
ださい。
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宅建協会
だより

お願い
宅建業者免許の 更新忘れ に ご注意  ください！！

　更新手続きを忘れ、免許失効となった場合、新規に免許を申請することとなります。本会にも再入会となり、入会金
等が必要になる場合がございますので、必ず期間内に手続きを行って下さい。

 ■更新手続きが出来る期間 
　免許有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間　※免許失効防止の為、更新手続きはお早めに！
 ■免許更新書類について 
　本会において免許申請書を無料配布しています。
　又は、協会ホームページからダウンロード（Ｗｏｒｄ / ＰＤＦ）したものをお使いください。
 ■更新書類提出先 

（提出先）　　　　　　　　　（主たる事務所所在地）
○中北建設事務所……………甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町
○富士・東部建設事務所……富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、南都留郡、北都留郡
○峡南建設事務所……………西八代郡、南巨摩郡
○峡東建設事務所……………山梨市、笛吹市、甲州市

宅建業者免許の有効期間を確認しましょう！

宅地建物取引業を営むとは
（1）宅地建物取引業免許
（2）供託	 ①宅地建物取引業保証協会へ加入
	 ②最寄りの供託所（法務局）に供託

 会員でなくなると、営業要件が欠けるため、再供託が必要となります。

※６月初旬　納付依頼送付
　11月初旬　督促送付
　翌年　６月初旬　納付依頼・督促送付

会費納付書、督促書、弁明の機会の通知書が不達の場
合、会員状況の調査を行い、免許権者と行政処分の協
議及び全宅保証協会とも協議を行います。

重要！ 会費未納は、会員資格の喪失になります！！

①　会費納付期限に会費未納

②　会費納付督促書の発送

　③　会費納付督促書兼
　　　弁明の機会の通知発送
　　　（配達証明付内容証明郵便）

④　弁命書提出若しくは無回答

⑥　会長・手続書類確認

⑦　退会事務処理

⑤　資格喪失手続書類提出
（総務財務委員長→会長）

注意！
資格の喪失＝
協会、保証協会の会員で
なくなること。

資
格
喪
失
手
続
き
手
順

平成30年度　会費納入のお願い
　会員の皆様におかれましては、平素、本会の会務運営に際し、格別のご尽力を賜り感謝申し上げます。
　本会は、業務に関連する有用な研修会やセミナーの開催、また、ホームページや広報誌を通した情報提供を行うと共に、不動
産無料相談所の開催などの公益事業を通じて社会的な貢献に努めて参ります。
　本会は、会員皆様の会費を財源に活動しております。皆様方の会費納入をよろしくお願い致します。

（公社）山梨県宅地建物取引業協会　　年会費　５４，０００円 　（公社）全国宅地建物取引業保証協会　年会費　　６，０００円
※会費請求は、４月１日現在の会員に対して行われますが、原則として変更届・廃業届ともに協会への提出日が基準となります。

※�（公社）山梨県宅地建物取引業協会及び（公社）全国宅地建物取引業保証協会ともに、会費の支払いを納期の翌日から１年以上履行
しなかったときは、会員資格を喪失すると定款、施行規則にて、規定されています。
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宅地建物取引業者研修会
「ＩＴ重説の現状と将来」開催報告

宅建協会
だより

報告

　人材育成流通委員会では、平成３１年 １ 月２５日(金)午後 １ 時３０分より、山梨県不動産会
館 ３ 階 会議室に於いて、宅地建物取引業者を対象に「ＩＴ重説の現状と将来」と題し、
研修会を開催致しました。
　本研修会は協会員のみならず全ての宅地建物取引業者を対象としており、協会員に
は文書による通知、その他の宅地建物取引業者に対しては、協会ＨＰにより周知を図
りました。

　講師には、涼風法律事務所
より熊谷 則一 弁護士を招聘
し、平成２９年１０月から賃貸取
引に限定して運用が開始されているＩＴ重説について、重要事
項説明を行う上での手順がテレビ会議によるやり取りの実演
等を通じて分かり易く解説されると共に、実務に当たっての留
意点やトラブル発生時の対応等について詳細に説明がなされ
ました。
　当日の出席状況は４１会員４８名となりました。なお、協会員以
外の宅建業者による申込み及び受講はございませんでした。

人材育成流通委員長　古屋　英幸

　人材育成流通委員会では、平成３０年１１月２９日(木)午前１０時及び午後 １ 時３０分より、山
梨県不動産会館 ３ 階 会議室に於いて、賃貸オーナー・大家・貸主と全ての宅地建物取
引業者を対象に、「賃貸管理物件の紛争・裁判時に備えて取るべき対応」と題して研修
会を開催しました。
　対象者への周知については、協会員には通知文書の送付、会員外の宅地建物取引業
者には協会ＨＰへの情報掲載、賃貸オーナー・大家・貸主には山梨日日新聞への広告
掲載等を通じ、広く参加を呼びかけました。
　研修内容については、講師である武市法律事務所 武市 吉生 弁護士により、賃貸管
理物件に於ける主たる紛争事例等の検討がなされる中で、紛争・裁判時に宅地建物取

引業者から提供を受けておくべき情報や、訴訟の提起を始め支払い督促や調停の申立てといった各種法的手続とそれぞ
れのメリット・デメリット等に関する解説がなされました。
　質疑応答では、重要事項説明に於ける自然死の告知義務に
関する質問等があり、講師からは、裁判例によれば長期に渡っ
て遺体が放置されていた等の事情がある場合を除き、原則と
して告知義務はないものと考えられるが、告知しないことに
よって苦情や紛争に発展することも想定されるので、その可
能性を考慮した上で告知するか否かを判断すべきといった回
答がなされました。
　当日の出席状況は３７会員５０名となり、うち賃貸オーナー・
大家・貸主は ４ 名となりました。なお、会員外の宅地建物取
引業者による申込み及び受講はございませんでした。

賃貸オーナー・大家・貸主・宅建業者研修会
「賃貸管理物件の紛争・裁判時に備えて取るべき対応」　開催報告

人材育成流通委員長　古屋　英幸

人材育成流通委員会所管

人材育成流通委員会所管
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建物状況調査（インスペクション）
普及・啓発セミナー 開催報告

（公社）全国宅地建物取引業協会連合会　主催
平成30年度 不動産実務セミナー 開催報告

宅建協会
だより

報告

　第 ５ 回「宅建親睦ボウリング大会」が１１月２０日（火）にラウンドワン　
山梨・石和店にて開催され、２５名の方が参加しました。個人戦・団体戦の
優勝を目指してプレーし、どのレーンも白熱した戦いが繰り広げられました。
　ゲーム終了後には、表彰式・懇親会で食事を楽しみながら、参加者全員
が会話に花を咲かせ、会員間の交流を深めることができました。ご参加頂
いた皆様お疲れ様でした。

成績は、以下の通りです。

個人戦
優勝 巨摩ブロック 源工業㈱ 仙洞田　新

準優勝 巨摩ブロック ㈲アート 佐藤　英人
３ 位 甲府ブロック ㈱藍工務店 髙添　浩司

団体戦

優勝 巨摩ブロック 源工業㈱

仙洞田　新
平田　　正
大久保　肇
坂本　祥郎

　中古住宅流通活性化特別委員会では、平成３０年１２月 ３ 日(月)午後 １ 時３０分より山梨県不
動産会館 ３ 階 会議室に於いて、消費者及び会員を対象に「建物状況調査施行後にみる中
古住宅取引の留意点」と題し、セミナーを開催致しました。
　当日は、不動産鑑定士 吉野荘平氏を講師に迎え、建物状況調査の問い合わせがあった
場合の初期対応から始まり、媒介契約締結
時・重要事項説明時・売買契約締結時の際
におけるそれぞれの実務上のポイントや、
過去の事例からみる紛争の未然防止に向け
た取り組みについて解説がなされました。

　併せて、当協会の事務局から、既存住宅の建物状況調査費用助成制度・
交付申請手続きのお知らせを行い、終了となりました。
　なお、当日の出席状況は５３会員６４名（一般消費者 ３ 名含む）となりまし
たことをご報告致します。

　平成３０年１１月１６日（金）午後 １ 時より、山梨県不動産会館 ３ 階会議室に
おいて、一般消費者・宅地建物取引業に関わる者全般を対象に、「平成３０年
度 不動産実務セミナー」が開催され、山梨県では２５名が出席しました。
　今年度のセミナーは、第 １ 部「既存住宅取引に係る宅建業法改正点の再
確認と流通促進制度」、第 ２ 部「裁判例から学ぶ心理的瑕疵・環境的瑕疵に
ついての傾向と取引上の留意点」の ２ つをテーマに、講義映像を全都道府
県６７会場で一斉に放映する方法で実施されました。

宅建親睦ボウリング大会開催報告

個人戦優勝　仙洞田 新 氏

中古住宅流通活性化特別委員長　古屋　秀樹

中古住宅流通活性化特別委員所管
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フレンズ 小林　昭男 甲府市和戸町713-8
前田商事不動産 前田　　賢 甲州市勝沼町上岩崎76-1
山梨みどりホーム 濱田　周次 笛吹市一宮町坪井149-1
㈲甲信観光開発協会 輿水　勝彌 北杜市高根町長沢488
㈲エル・エス東部地所 小沢　一徳 笛吹市石和町広瀬760
㈲グリーンライフ中島 中島　一平 甲斐市志田596-1

廃 業 ・ 退 会 者

（公社）山梨県宅地建物取引業協会について
　当協会は県内の約85％の宅建業者が加盟し、宅地建物取引業務の適正な運営と公正な取引を確保するため、各種研修や指導等を通じて、会員の品位の保持と資
質の向上に努めております。
　入会に際しても厳正なる基準のもと審査会を行い、品位や資質について問題がないと認められた場合にのみ、入会が許可されております。
　また当協会員は、（公社）全国宅地建物取引業保証協会へも同時に加入し、万一消費者が会員との取引により損害を被った時には、保証協会にて相互の事情を調査
の上、弁済業務の対象になると判断された場合、保証協会が、限度額の範囲内で会員に代わって弁済を行う『弁済業務保証金制度』が適用されます。

免 許 番 号
商 号 又 は 名 称

代 表 者
宅地建物取引士
事 務 所 所 在 地
電 話 番 号
F A X　番　号

国土交通大臣（2）7980
株式会社ユニバーサルホーム
北杜店
渡邉　雄士
渡邉　雄士
北杜市長坂町小荒間字桜町179-４
0551-32-0666
0551-32-0667

この度、北杜市でユニバーサルホーム北杜店を、オー
プン致しました。魅力のある北杜市を今以上に知っても
らえるよう微力ながら貢献し地元の活気につなげる事が
出来ればと思います。何卒よろしくお願い致します。

免 許 番 号
商 号 又 は 名 称
代 表 者
宅地建物取引士
事 務 所 所 在 地
電 話 番 号
F A X　番　号

山梨県知事（１）2485
矢﨑企画
矢﨑　太一
矢﨑　太一　村松　啓太
笛吹市八代町岡143
055-265-5066
055-265-1466

新規入会させていただき感謝申し上げます。不束者です
が不撓不屈の精神にて頑張ります。今後ともよろしくお
願い致します。

免 許 番 号
商 号 又 は 名 称
代 表 者
宅地建物取引士
事 務 所 所 在 地
電 話 番 号
F A X　番　号

山梨県知事（１）2486
株式会社ＪＲＣ
篠原　俊之
篠原　俊之
中巨摩郡昭和町西条1700-4
055-288-9924
055-288-9934

この度、新規入会させて頂きました㈱JRCの篠原です。
お客様に信頼される様に誠実に努力して参ります。どう
ぞよろしくお願い致します。

　宅地建物取引業を営むためには、各都道府県知事または国土交通大臣の免許を取得し、
営業保証金の供託若しくは保証協会への加入（弁済業務保証金の供託）を行う必要があり
ます。
　不動産の取引については、必ず上記の手続を経た正規の宅建業者と行ってください。
　以下は、この度新たに山梨県知事及び国土交通大臣による免許を取得し、（公社）山梨県
宅地建物取引業協会及び（公社）全国宅地建物取引業保証協会に入会した宅建業者です。

新顔です。
こんにちは

よろしく

寄付の御礼　―あたたかい御寄付ありがとうございます―

　今般、宅建 東友会〔代表：こばやし不動産 小林誠（甲府ブロック）〕様より、
「協会発展のために」と、東友会解散に伴う残余財産 5 万円の御寄付を賜りま
した。
　この寄付金で不動産会館 ３ 階会議室の折りたたみ机を購入させて頂きました。
一般消費者及び協会員を対象としたセミナー・研修会等で活用して参ります。



我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使
命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、その実践を
通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。

倫　理　綱　領

公益社団法人	全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人	山梨県宅地建物取引業協会

１．�我々会員は、国民の貴重な財産を託された者とし
ての誇りと責任をもって社会に貢献する。

１．�我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえる
よう常に人格と専門的知識の向上に努める。

１．�我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に
努める。

１．�我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業
務の遂行に努める。

１．�我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼
に基づく親密な協力によって業界秩序の確立と組
織の団結に努める。

平成 31年 3月発行第 174号
発 行 所／山梨県甲府市下小河原町 237-5　山梨県不動産会館　TEL.055-243-4300（代）
発行責任／公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会／公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会山梨本部
発 行 人／長田　満　　編集／消費者支援業務委員会



南アルプス市 毎月第3水曜日
午後1時30分～午後4時

南アルプス市役所白根支所　2階大会議室

甲府市 毎月第3木曜日
午後1時30分～午後4時

甲府市役所本庁舎　4階市民相談室

笛吹市 偶数月第3水曜日
午前10時～正午　午後1時～午後3時

笛吹市役所本庁舎　2階201会議室

富士吉田市 原則毎月20日
午後1時～午後4時

富士吉田市役所東庁舎　2階会議室

甲州市 毎月第3木曜日
午後1時～午後3時

甲州市民文化会館　3階第1研修室

山梨市 原則毎月20日前後
午前10時～正午　午後1時～午後3時

山梨市役所西館　2階会議室

◉以下の地域でも相談を承っています。なお、地域の相談員は、（公社）山梨県宅建協会が委嘱した者です。

地域の相談所の正確な開催日時はホームページ又はTEL055-243-4300にお問い合わせください。
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料相談所を開設しており、不動産
全般の疑問、不安や悩みについて
専門相談員が適切なアドバイスを
致します。
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不動産に関するお悩みは

相談日　毎週火、金（祝日、その他特定日を除く）

午前10時〜正午　　午後1時〜午後4時

甲府市下小河原町237-5　山梨県不動産会館

TEL 055-243-4304

不動産無料

相談所へ

URL  http://yamanashi-takken.or.jp
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